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平成２７年第１回訓子府町議会定例会会議録 

 

 

○議事日程(第１日目) 

平成２７年３月５日（木曜日）       午前９時３０分開会 

 

第１  会議録署名議員の指名（４名） 

第２  会期の決定 

第３  議案第２５号 オホーツク町村公平委員会委員の選任について 

第４  議案第 ４号 平成２６年度訓子府町一般会計補正予算（第１１号）について 

第５  議案第 ５号 平成２６年度訓子府町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

           について 

第６  議案第 ６号 平成２６年度訓子府町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

           について 

第７  議案第 ７号 平成２６年度訓子府町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ 

           いて 

第８  議案第 ８号 平成２６年度訓子府町下水道事業特別会計補正予算（第２号）に 

           ついて 

第９  議案第 ９号 平成２６年度訓子府町水道事業会計補正予算（第４号）について 

第１０ 平成２７年度予算の提案にあたって 

第１１ 議案第１８号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第１２ 議案第２０号 訓子府町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

第１３ 議案第２１号 訓子府町道路占用条例の一部を改正する条例の制定について 

第１４ 議案第２３号 訓子府町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

第１５ 議案第１０号 平成２７年度訓子府町一般会計予算について 

第１６ 議案第１１号 平成２７年度訓子府町国民健康保険特別会計予算について 

第１７ 議案第１２号 平成２７年度訓子府町後期高齢者医療特別会計予算について 

第１８ 議案第１３号 平成２７年度訓子府町介護保険特別会計予算について 

第１９ 議案第１４号 平成２７年度訓子府町下水道事業特別会計予算について 

第２０ 議案第１５号 平成２７年度訓子府町水道事業会計予算について 
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開会 午前 ９時３０分 

    ◎開会の宣告 

○議長（橋本憲治君） 皆さん、おはようございます。 

 それでは、定刻になりました。 

 ただいまから、平成２７年第１回訓子府町議会定例会を開会いたします。 

 本日の出欠報告をいたします。本日は、全議員の出席であります。 

 なお、仁木選挙管理委員長から、本日欠席する旨の報告がありました。 

 なお、仁木選挙管理委員長においては、今定例会閉会までの欠席であります。 

 

    ◎開議の宣告 

○議長（橋本憲治君） 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付してあるとおりでございます。 

 

    ◎諸般の報告 

○議長（橋本憲治君） 日程に入るに先立ち、事務局長に諸般の報告をさせます。 

○議会事務局長（森谷 勇君） それでは、ご報告申し上げます。 

 本定例会の説明員並びに閉会中の動向につきましては、印刷の上、お手元に配付のとお

りであります。 

 本定例会に、町長から提出されております案件につきましては、議案が２２件でありま

す。その他、請願が１件、議長からの報告が３件であります。 

 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 以上をもって諸般の報告を終わります。 

 

    ◎会議録署名議員の指名 

○議長（橋本憲治君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、議長において、８番、河端芳惠

君、９番、山本朝英君、１０番、余湖龍三君、１番、小林一甫君を指名いたします。 

 

    ◎会期の決定 

○議長（橋本憲治君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１６日までの１２日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は１２日間と決定いたしました。 

 

    ◎町長挨拶 

○議長（橋本憲治君） ここで、本定例会の招集にあたり、菊池町長から、ご挨拶がござ

いますので、発言を許します。 
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 町長。 

○町長（菊池一春君） ただいま、議長のお許しをいただきましたので、本定例町議会招

集のご挨拶を申し上げます。 

 本日、第１回定例町議会を招集申し上げましたところ、全員のご出席をいただき、厚く

お礼を申し上げるものでございます。 

 昨年の１２月１７日の豪風雨以来、今年は異常気象ともいえる豪雪が毎週のごとく降り

続いて除雪体制も大変厳しい状況の中で職員は過ごしていると思いますけれども、同時に

農家の皆さんのハウスの除雪、あるいはまた沿線道路の歩道関係の除雪等、町民の皆様は

非常にご苦労されながらこの雪との戦いを毎日しているものと推察するところでございま

す。幸いにして農家のハウスの倒壊等の報告は私のところには、本町においては入ってお

りませんけれども、特別交付税も小清水町を中心として、豪雪地帯に対する特別措置を国

は決めてくれたようでございますけども、いずれにしてもまきつけが始まっておりますし、

この出来秋が実り多いものになることをご祈念申し上げまして、私どもにとりましては最

後の定例町議会の開会にあたってのご挨拶と、同時にまた私自身がこの４年間、２期目の

４年間行ってまいりました町政についての総括をさせていただきたいと考えているところ

でございます。同時にまた、先の第４回の定例町議会におきまして、小林一甫議員の一般

質問において、私自身の所信表明、立起に対する考え方の質問を受けたところでございま

す。先般の議会の答弁では、私自身がもう少し時間をいただきたいということをもって答

弁にさせていただきました。このことは、さまざまな理由が私の中にもございましたけれ

ども、とりわけスポーツセンターの耐震結果がどのような結果になるのか。あるいはまた、

来年予定している子育ての中心的な役割を担う認定こども園の実施設計結果がどのような

かたちになるのかということも含めて、３期目を担う者はそれ相当の決意を持って進めて

いかなければならないという状況の中で、昨年内中は見極めたいという思いもございまし

て、ある意味での慎重を期して決意表明を遅らせたということが状況でございます。ご存

じのとおり先般の２月１４日でございましたけれども、マスコミ各社にご連絡をさせてい

ただきまして、私自身が３期目の決意を改めて報道に発表した次第でございます。その後

も毎日新聞や読売新聞等々の大手新聞社からも私のほうに確認のお電話をいただいている

ところでございまして、第３期目に向かって挑戦をさせていただきたいという報道に対す

る私自身の考え方の意思表示をしているところでございます。２月１４日にも申し上げま

したけれども、第３期の立候補にあたっては、来年、開基１２０年を本町は迎えるにあた

ります。明治３０年に高知県民１３戸４５人が入植されて１２０年の年を迎えますし、同

時にまた第６期の総合計画の、５期の総括と改めて向こう１０年間の６期の総合計画の策

定ということも、もう矢継早にやらなければならないことが控えております。開基１２０

年は、まさに未来を子どもたちに託す思いから、今までの町民の元気とすべての町民にや

さしいまちづくりをあわせて子どもたちの笑顔が輝くまちづくりを中心として進めていき

たいということを報道関係に発表したところでございます。この後、総括についても冒頭

申し上げましたとおり、一般質問でも出ておりますから答弁もさせていただきながら、私

の考え方を説明をさせていただきたいと思います。 

 冒頭になりましたけれども先の一般質問に対するそれ以降の立起表明の決意の経過を述

べさせていただきまして、冒頭のご挨拶にかえさせていただきたいと思います。同時にま
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た、これらの経過についてもご理解をいただきたいと思います。 

 それでは、最初に、平成２６年度各会計の補正予算でありますが、そのほとんどが年度

末における整理予算でございます。後年度に実施が見込まれる大型事業や地方債借り入れ

に伴う将来負担などに備えての財源対策なども含めて提案をさせていただいているところ

でございます。 

 最初に、一般会計の歳入の主なものといたしまして、まず、町税では、農業所得の減な

どにより町民税・個人の均等割、所得割の減額、普通交付税の決定に伴う追加、歳出の財

源調整のための基金繰入金の追加、その他、事業の決定、あるいは決算見込みに基づく整

理予算などに伴う追加、または減額補正をさせていただいているところでございます。 

 歳出の主なものとしましては、総務費では、今後の大型事業や地方債借り入れに伴う後

年度負担に備えて、減債基金、社会資本整備基金、地域活性化基金など２億９，７４７万

５千円の追加など、追加・減額あわせて総務費全体では２億９，２７６万４千円の追加補

正をお願いしているところでございます。 

 民生費でございます。 

 財源補てん分３，８０９万６千円を含め、国民健康保険特別会計繰出金３，９８７万９

千円の減額、支給実績の減に伴う臨時福祉給付金１，２５５万円の減額、介護保険給付費

及び事務費の減に伴う介護保険特別会計繰出金２７６万円の減額、療養給付費の減少に伴

う後期高齢者医療費１，２１０万５千円の減額など、民生費全体で８，３２４万８千円の

減額補正。 

 衛生費では、水道事業における配水管移設・新設、老朽管更新にかかる事業費減に伴い

まして、水道事業会計への一般会計からの出資金２８０万３千円の減、申込み件数が少な

かったことによる太陽光発電システム導入費補助金２５２万円の減など、全体で８４２万

３千円の減額補正を提案しているところでございます。 

 農林水産業費では、人・農地プラン関係で経営体育成支援事業助成金として１，０５１

万７千円の計上、この他農業基盤整備事業関連で４，１５９万６千円の減など、農林水産

業費全体で３，８６７万８千円の減額補正、さらに南７線道路改良舗装にかかる道営柏丘

北地区農地整備事業の繰越明許費を提案しております。 

 商工費では、商店街への新規出店がなかったことによる訓子府町店舗出展等支援事業補

助金３００万円の減など、総額で３４７万３千円の減額補正。 

 土木費では、国の道路橋梁費補助金の減に伴い、南１２線及び相内線舗装修繕工事費が

減少したことによりまして２路線あわせた工事費４，３４１万２千円の減など、土木費全

体で４，５７３万１千円の減額補正。 

 教育費では、在園状況及び必要な保育補助員の減などにより、幼稚園費で４７５万円の

減、こども園費では、こども園建設工事実施設計業務費執行残２７５万５千円など、教育

費全体で１，４８５万８千円の減額補正。 

 給与費では、人事異動、育児休業関連、共済費負担金率確定などに伴いまして７９１万

２千円の減額補正。 

 以上、一般会計全体では、８，６６５万８千円の追加補正を提案させていただいており

ます。 

 次に、特別会計及び事業会計についてですが、国民健康保険特別会計につきましては、
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歳入では、農業所得の減などによる国民健康保険税の減額、財源調整による財政調整基金

繰入金の追加、一方、一般会計からの財源補てん分繰入金の減額補正。 

 歳出では、出産育児一時金、高額医療費拠出金、保険財政共同安定化事業拠出金の減、

平成２５年度特定健診等の実績に伴い、超過交付分の国と北海道への返還金１，００６万

７千円の追加、会計全体で５８７万４千円の減額補正。 

 後期高齢者医療特別会計につきましては、歳入では、特別徴収となっております年金徴

収分の保険料の追加、一般会計からの事務費繰入金の減額など。 

 歳出では、後期高齢者医療広域連合への保険料等納付金の増額など、会計全体で１４４

万２千円の追加補正。 

 介護保険特別会計につきましては、歳入では、年度途中の資格喪失による保険料減額分

の減による特別徴収保険料の追加、普通徴収保険料については、資格取得者の減による保

険料の減額、介護給付費見込額の減少に伴う国の調整交付金、支払基金の介護給付費交付

金、北海道の介護給付費負担金、介護給付費準備基金繰入金、一般会計からの介護給付費

繰入金をそれぞれ減額しております。 

 歳出では、施設介護サービス給付費、高額介護サービス費、特定入所者介護サービス給

付費をそれぞれ減額するなど１，５１７万７千円の減額補正。 

 下水道事業特別会計につきましては、道道北見置戸線交通安全工事に係る支障物件移設

工事費の減、訓子府地区農業集落排水処理管理センター受変電設備更新工事費の減など、

歳入歳出それぞれ１，４４０万３千円の減額補正。 

 水道事業会計につきましては、予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、水質検

査手数料など原水及び浄水費で３０４万５千円の減、施設機械等修繕及び水道メーター器

購入費など配水及び給水費で３６９万６千円の減など、支出では７２７万９千円を減額。

資本的収入及び支出では駒里地区水道水供給事業、道道北見置戸線などの補償工事などの

減に伴い、収入で２，１８１万８千円の減額、支出では２，９８０万６千円の減額補正を

提案させていただいております。 

 次に、平成２７年度の各会計予算についてですが、一般会計予算をはじめ、４つの特別

会計及び水道事業会計予算につきましては、別冊の予算書案として提案させていただいて

おります。 

 平成２７年度は、統一地方選挙の年であり骨格予算となっておりますが、継続事業をは

じめ、年度当初から取り組まなければ町民生活等に影響を及ぼすものにつきましては、計

上させていただいておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 次に、条例改正などでございます。 

 教育委員会制度の改革に伴い、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正

する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例と訓子府町教育委員会教育長の服務

に関する条例の２本の制定。 

 国家公務員給与の改定、また自己所有の住宅に居住している職員の住居手当見直しに伴

い、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 

 行政手続法の一部改正に伴い、訓子府町行政手続条例の一部を改正する条例。 

 地籍調査成果品である地番図を電子データでも交付できるものとし、その交付手数料を

追加するため、訓子府町手数料徴収条例の一部を改正する条例。 
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 国の道路占用料が改定されていることから国に準じて、訓子府町道路占用条例の一部を

改正する条例。 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の制定に鑑
かんが

み、訓子府町介護保険法に基づき地域包括支援センターの設置者が遵守

すべき基準に関する条例と訓子府町指定介護予防支援等に関する基準を定める条例。 

 平成２７年度から平成２９年度までの保険料率及び介護予防・日常生活支援総合事業等

に関する経過措置を定めるため、訓子府町介護保険条例の一部を改正する条例。 

 以上、９本の条例制定について、提案させていただいております。 

 次に、人事案件でございます。 

 オホーツク町村公平委員会委員のうち１名が、この３月３１日で任期満了に伴い退任さ

れることから、新たに委員を選任することについて、議会の同意を求めるものでございま

す。 

 以上、議案２２件の詳細につきましては、人事案件を除き、副町長または各担当課長か

ら説明させますので、ご審議を賜りますようよろしくお願いを申し上げ、第１回定例町議

会招集のご挨拶とさせていただきます。 

 引き続き、私が２期目の町政を担うにあたり掲げております七つの基本施策で構成する

「元気が出る施策」につきまして、お手元にお配りしております参考資料「実績概要」も

ご覧いただきながら、若干のお時間をいただき、総括をさせていただきたいと思います。 

 なお、今回も一般質問の中で、関連するご質問をいただいておりますので、簡潔に述べ

させていただきます。 

 平成１９年５月に深見町政を引き継ぎ、平成２３年５月から２期目の町政を担うことに

なり、町民の皆様をはじめ、議員各位の多大なるお力添えをいただき、まもなく２期目の

任期を終えようとしているところでございます。 

 この４年間、国政に目を向けますと平成２４年１２月には、平成２１年から３年間政権

を担った民主党から自由民主党に政権が交代し、安倍内閣が発足しました。 

 安倍内閣では、長引くデフレからの早期脱却と日本経済再生のため「大胆な金融政策」、

「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成長戦略」を「三本の矢」として新たな経済

政策・アベノミクスに取り組まれております。 

 しかし、中小・零細企業、個人事業主、労働者、家計まで、特に地方まではその成果が

実感として行きわたっていないのも事実であります。 

 このような中で、増田元総務大臣をはじめとする日本創成会議が打ち出した人口急減に

よる自治体消滅論と相まって「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が昨年１２月に閣議決

定されたところであり、今後「地方版総合戦略」の策定が課題となっております。 

 また、安倍内閣は、教育委員会制度及び農業委員会制度の改革、農協改革、さらにＴＰ

Ｐ交渉や憲法第９条の見直し、選挙年齢引き下げなど、我々の生活に直結する改革などを

大胆に進め、提案をしているところでございます。 

 このような中で、私は、町民本位、そのことは国民本位につながると思いますが、町民

一人ひとりが幸せを感じ、いつまでも元気な心を持って、安心して暮らせることを願い、

町の代表者として、国や北海道に胸を張って町の考えを伝えてまいりました。思いは伝わ

ったとしても、なかなか実現するには困難を極めるかもしれませんが、今後ともその姿勢
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は崩すことなく正々堂々と向き合っていく所存であります。 

 さて、私は、１期目では、町政推進の土台となる行財政基盤の強化に努め、２期目では、

みんなで創る「訓子府の元気」、町民にやさしいまちづくりをめざして、新たに「七つの基

本施策」を掲げ、この４年間、その実現に向け全力で取り組んでまいりました。 

 その７本の柱で構成する基本施策について、総括をさせていただきます。 

 まず、一つ目の基本施策「町民の一人ひとりの知恵とパワーで『まちづくり』をすすめ

ます」についてであります。 

 １期目に立ち上げました「まちづくり委員会」の提言に基づき、地域の代表による「ま

ちづくり推進会議」を設け、平成２３年６月２８日に開催の第１回会議から、これまで１

０回の会議を開催し、委員の皆様と実のある意見を取り交わしてまいりました。 

 さらに、個人住民税の１％を町民の自主的な活動に充てる「まちづくりパワーアップ特

別対策事業」の創設、「町制施行６０周年記念事業」の実施、自立の町を進めるため、財政

健全化戦略プランの着実な実行、小規模自治体との連携を図るため、全国小さくても輝く

自治体フォーラムに参加し、定住自立圏構想や道州制への的確な対応、車座トークや夜間

町長室をはじめ、町民の声をよく聴きながら、町民本位の施策や事業の実施に努めてまい

りました。 

 また、町民投票条例に関しましては、具体的な検討にまで至っておりませんが、町の将

来や重要な問題を決めることを想定した場合、その是非については今後とも議論すべきも

のと考えております。 

 二つ目の基本施策「安心して暮らせる『福祉優先の町』をつくります」についてであり

ます。 

 平成２３年３月１１日に発生した「東日本大震災」「福島原発事故」、これらの未曽
み ぞ

有
う

の

災害を教訓に、緊急物資等の備蓄、総合防災訓練や地域住民が主体となった実践型訓練の

実施、防災講演等の開催、消防団への加入促進、防災メールの導入など、防災体制の強化

等を進めてまいりました。 

 また、高齢者のハイヤー利用や路線バス利用に対する助成支援及び通学生に対する定期

券購入助成など、交通弱者に対する生活交通対策の実施、特別養護老人ホーム「静寿園」

の増床等に対する訓子府福祉会への助成、救急車の更新や北見市夜間救急センターの利用

確保、新北見赤十字病院建設への支援による地域医療の確保、地域担当職員による高齢者

宅訪問、配食サービスをはじめとする高齢者や障がい者を対象とした在宅サービスの充実、

さらに戸籍の電子化など、誰もが住み続けることができるやさしい町づくりに努めてまい

りました。 

 三つ目の基本施策「子どもたちが元気に育ち『笑顔あふれる町』をつくります」につい

てであります。 

 小学生までの医療費自己負担を初診時一部負担以外の無償化、小児用肺炎球菌ワクチン、

ヒブワクチンの無償化、北海道盲・聾
ろう

学校に通学する児童の帰省費助成、町独自の奨学金

制度について貸付限度額の引き上げ、返済期間延長などの拡充、小中学校への町単独によ

る臨時講師配置や特別な支援が必要な児童生徒のための支援員配置、姉妹町高知県津野町

との交換留学制度の継続、さらに、放課後児童対策として、児童センター「ゆめゆめ館」

の建設、現在進めている「こども園」建設事業など、安心して子育てができる環境づくり
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に努めてまいりました。 

 四つ目の基本施策「農業や商工業を発展させ『元気な町』をつくります」についてであ

ります。 

 平成２３年度で第３次畑総事業が完了し、現在、第４次に移行し、懸案でありました南

７線道路改良舗装も含め農業基盤整備を着実に進めております。 

 また、シカやカラスからの農作物被害防止のため、狩猟免許・猟銃所持許可取得費助成

や鳥獣被害対策実施隊による集中駆除の実施に取り組んでおります。 

 ＴＰＰ参加阻止、ＪＲ貨物便の継続問題などに対しましても、オホーツク圏活性化期成

会による要請活動、ＪＡはじめ関係機関と連携して取り組んできたところであります。特

産品でありますはちみつや日出うどんの販売促進、シソ飲料「紫式部」の開発、「スノーマ

ーチ」の販路拡大、訓子府たれかつ丼のＰＲ、ファーマーズマーケットの運営支援など、

特産品販売や商品開発、６次産業化につながる活動促進に取り組んでまいりました。 

 また、住環境リフォーム制度や季節労働者等雇用対策事業の実施、町内企業・試験研究

機関との連携構築や元気なまちづくり貢献企業等応援補助金の創設など、商工業振興対策

にも取り組んでまいりました。 

 五つ目の基本施策「環境にやさしい『住みよい町』をつくります」についてであります。 

玉ねぎの表皮や豆がら等を活用した新エネルギーの具体化に関しましては、ＲＤＦ燃料の

需要確保が望めないことから具現化には至りませんでしたが、太陽光発電パネル設置に対

する補助を行い、二酸化炭素排出防止対策や自然エネルギー普及に取り組んでいるところ

でございます。 

 災害防止や町民が生活しやすい環境づくりのため、除排雪や町道維持、河川維持事業を

実施するとともに、北海道横断自動車道の整備促進、道道北見置戸線整備、オシマ川、ケ

トナイ川、オロムシ川の改修も進めてまいりました。 

 また、幸町線、南７線、南１２線、相内線など町道の整備及び舗装改修、町内の橋梁点

検と修繕計画の策定、下水道施設の整備、上水道に係るビジョンの策定、老朽管更新の推

進、さらに末広団地公営住宅の長寿命化と全面改善、末広団地建替事業にも取り組んでま

いりました。 

 六つ目の基本施策「学習・文化、スポーツ活動を発展させ『豊かな町』をつくります」

についてであります。 

 町民の参画による図書館建設構想づくりを進め「図書館振興計画」「図書館建設計画」を

策定、平成２３年度と平成２６年度には、隣接する用地を取得したところであります。 

 ゲートボール場コート路盤整備、公民館修繕、野球場グラウンド改修など社会教育・体

育施設整備を進めてまいりましたが、平成２６年度に実施のスポーツセンター耐震診断に

より、スポーツセンターの建て替えなどが新たな課題として出てまいりました。 

 青年団体連絡協議会、４Ｈクラブへの助成など、青年活動の活性化に努めるとともに、

公民館講座、はぐくみ講座、くんねっぷ未来づくり大会、くんねっぷ巡回講座、女性交流

会などを開催したほか、わくわく地域づくり活動補助金の創設など、町民が元気に活動で

きる環境づくりにも努めてまいりました。 

 七つ目の基本施策「町民生活と向き合った『行財政改革』をすすめます」についてであ

ります。 
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 町のホームページに「町長室」コーナーを設け、町政の動きを発信するとともに、直接

メールのやり取りが可能なシステムを整備しました。 

 夜間町長室は１期目から継続実施し、ふるさと懇談会に替えて、車座トークを開催し、

これまで６回開催しているところでございます。 

 １期目で未配置でありました「副町長」を配置し、行政執行の円滑化、役場の体制強化

を図っているところでございます。 

 行財政改革の一環として、管理職数を４名削減、町長、副町長、教育長の給料を独自に

削減、一般職の給料についても昨年１２月まで２％削減してまいりましたが、これを廃止

し、１月からは一定期間昇給幅を抑制し、さらに、級別職務の見直しも行うなど、給与水

準の適正化を進めることとしております。 

 １期目から続けております「地域担当職員制度」も定着しつつあり、特に、高齢者世帯

を訪問しての声かけや間口の除雪などを職員自らが実施しているところでございます。 

 このほか、姉妹町・高知県津野町との人事交流、自治大学校への派遣、自主グループに

よる研修などを通じ、能力や資質向上に努めるとともに、大型事業実施の際には、横断的

に連携したプロジェクトを設け、戦略的に課題解決にあたっているところでございます。 

 以上、簡単ではございますけれども、４年前に掲げました私自身の七つの基本施策から

なる「元気が出る施策」の総括とさせていただきます。 

 不十分な点につきましては、一般質問などの中で申し上げたいと思いますので、ご理解

願います。 

 貴重なお時間をいただき誠にありがとうございました。 

 

    ◎議案第２５号 

○議長（橋本憲治君） 次に、日程第３、議案第２５号 オホーツク町村公平委員会委員

の選任についてを議題といたします。 

 提出者からの提案理由の説明を求めます。議案書１１３ページでございます。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） それでは、人事案件でございますので、私からご説明をさせてい

ただきます。 

 議案第２５号 オホーツク町村公平委員会委員の選任についてでございます。 

 オホーツク町村公平委員会委員田中
た な か

誠
まこと

氏は、平成２７年３月３１日をもって任期満了と

なりますので、次の者を選任いたしたく、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第

９条の２第２項及びオホーツク町村公平委員会規約（昭和４２年規約第１号）第３条第１

項の規定によりまして議会の同意を求めるものでございます。 

 記以下をご覧ください。 

 新たに選任する委員について記載しておりますが、選任する委員は、※         

           にお住まいの高畑
たかはた

秀美
ひ で み

氏でございます。 

 高畑氏は、※                 、昭和４４年西興部村に奉職され、産

業・総務・企画の課長を務められ、平成９年４月から平成１４年１１月まで西興部村助役

に就任。平成１５年２月には、西興部村村長に就任。その後、３期１２年間村長を務めら

れ、本年１月にご勇退されております。 

 ※   …経歴等掲載省略 
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 村長時代は「小さくても輝く村づくり」を掲げ、地域情報化、高齢者福祉をはじめ、村

民が安心して住み続けられる村づくりにご尽力され、その功績は村民だけでなくて、北海

道や管内市町村長などからも高く評価されているところでございます。 

 これまでの経歴はもちろんでございますが、村民から慕われ、高潔な性格は、まさに公

平委員にふさわしく、高畑氏を選任いたしたく、議会の同意をお願いするものでございま

す。 

 なお、任期につきましては、平成２７年４月１日から平成３１年３月３１日までの４年

間でございます。 

 以上、議案第２５号について、ご説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜

りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより、質疑を行います。１人３回まで、質疑を行えます。 

 ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、これをもって、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 議会運営基準の規定に基づき、討論を省略することとし、ただちに採決したいと思いま

す。 

 これに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、討論を省略し、ただちに採決をいたします。 

 これより、議案第２５号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり同意することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり同意されました。 

 

    ◎議案第４号、議案第５号、議案第６号、議案第７号、議案第８号、議案第９号 

○議長（橋本憲治君） この際、日程第４、議案第４号、日程第５、議案第５号、日程第

６、議案第６号、日程第７、議案第７号、日程第８、議案第８号、日程第９、議案第９号

は関連する議案なので、一括議題といたします。 

 各案に対する提出者からの提案理由の説明を求めます。 

 まず、議案第４号 平成２６年度訓子府町一般会計補正予算（第１１号）についての提

案理由の説明を求めます。議案書１ページでございます。 

 副町長。 

○副町長（佐藤明美君） 議案書の１ページになります。 

 議案第４号 平成２６年度訓子府町一般会計補正予算（第１１号）の説明を申し上げま

す。 

 まず、第１条では、歳入歳出それぞれ８，６６５万８千円を追加し、予算総額を歳入歳
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出それぞれ４３億９，３０６万円とするものでございます。 

 第２項では、この補正の款項の区分ごとの金額等につきまして、２ページ、３ページの

第１表のとおりでございますけれども、これについてはご覧いただくこととしまして、こ

の後６ページ以降の事項別明細書の中で説明させていただきます。 

 続いて、第２条では、翌年度に予算を繰り越して使用することができる繰越明許費につ

いて、第３条では、地方債の補正について定めており、それぞれ第２表及び第３表により

説明させていただきます。 

 それでは、４ページをお開き願いたいと思います。 

 ４ページの第２表 繰越明許費についてでございます。 

 今回は、平成２６年度の通常予算にかかる道営柏丘北地区農地整備事業の繰り越しで、

これは北海道の事業繰り越しに伴う本町負担金でありまして、あわせて２，１０９万５千

円を繰り越して使用するものでございます。 

 なお、この繰越明許費の説明資料としましては、４３ページに財源などを記載した繰越

明許費に関する調書を掲載しておりますので、後ほどご覧をいただければと思います。 

 次に、５ページ、次のページを開いていただきたいんですけども、５ページの第３表 地

方債補正についてでございますけれども、左側に補正前の金額を、右側は事業確定に伴う

借入限度額の変更ですのでご覧いただきたいと思っております。 

 また、２段目の上水道分と一番下の臨時財政対策債、以外につきましては、全てが過疎

債の借り入れになりますので、これが１１本の事業となってございます。 

 それぞれ事業における地方債の減額等につきましては、事項別明細書の中で歳入歳出そ

れぞれの中で説明をさせていただきたいと思います。 

 ここで、４４ページをお開き願いたいんですけれども、４４ページにあります地方債の

年度末における現在高の見込みに関する調書でございますけども、一番右側の下から３行

目になります。平成２６年度末の現在高見込額は４６億２，３５１万３千円となってござ

います。 

 続いて６ページに戻っていただきたいんですけども、これから６ページ以降の歳入歳出

予算補正事項別明細書につきましては、主な補正の内容につきまして説明させていただき

ますけども、時期的にも年度末になりましたことから、大部分は事務事業の実績、あるい

は精算による増減ということで、いわゆる整理予算ということでございますので、特徴的

なもののみ説明をさせていただきたいと思っております。 

 特に、歳入につきましては、説明欄の記述の中で、歳出の補正予算見合いであることが

わかるもの、あるいは単なる決算見込みによるものなどにつきましては、説明を省略させ

ていただきますので、あらかじめご了承いただきたいと思ってございます。 

 最初にまず、歳出のほうから説明させていただきますので、何回もすいませんけども１

６ページを開いていただきたいと思います。 

 それでは、１６ページになりますけども、まず、歳出、２款、総務費の１項、１目、一

般管理費の事業区分、右側になりますけども、各課共通事務管理事業では、印刷機の使用

頻度が非常に高かったということがございまして、４０万円の追加をしているものでござ

います。 

 次に、事業区分の各種基金積立金につきましては、実績に伴う補正及び後年度の大型事
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業に備えるための積み立てで、財政調整基金では、利息の増による積み立てで５２万４千

円の追加、減債基金では、後年度の公債費償還に充てるための積み立てで９，６００万円

追加、ふるさとおもいやり基金では、寄付金の収入額の増による積み立てで８３万円の追

加をしているものでございます。 

 次に、社会資本整備基金では、これは将来負担に備えるために１億７，００９万９千円

の追加をしてございます。その下の地域活性化基金につきましても、これも将来負担に備

えるため２，９９９万３千円の追加が主なものとなってございます。端数については利息

変更に伴う増減ということになってございます。 

 次のページになります。 

 次のページの上のほうになりますけども、４目の公有林管理費の事業区分、町有林管理

事業の委託料、訓子府町町有林森林認証申請業務では、入札による落札減で２０万８千円

の減額、ちなみに、この認証につきましては、先月、２月２７日にエスジェックの認証と

なってございます。その下の使用料及び賃借料の機械借上料になりますけども、これは駒

里町有林の作業道整備をしたやつの執行残ということでございます。その下の事業区分で

いきますと町有林整備事業（補助）の委託料の造林業務では、新植の執行残と下刈りの標

準施工単価が１．７倍に上がったということから、当初計画で２回計画しておりましたけ

ども、１回刈りに補助の調整がされたということがございまして２４５万３千円の減をし

てございます。 

 １７ページになります。 

 上から２段目になりますけども、６目の住民活動費の事業区分、住民活動促進事業の町

内会連絡協議会活動費補助では、今年の電気料高騰によりまして街灯事業の補助金に不足

が生じるということがございまして１２万９千円を追加してございます。 

 次のページ、１８ページになりますけども、８目の企画費の事業区分、地方交通対策事

業の高齢者ハイヤー利用サービス業務では、前年対比で１．３倍程度の利用率が上がって

おりますので、そのこともありまして１４万９千円を追加するというものでございます。 

 その下の地域間幹線系統確保維持事業費補助金では、これは北見バスの本町を経由する

地域幹線、例えば、勝山線、置戸線、陸別線の３路線ございますけれども、平均乗車密度

が国・道の補助金が減額される５人未満になったということから、町の負担が新たに発生

したもので、３路線で２５５万８千円を計上しているものでございます。 

 その下の事業区分で、まちづくりパワーアップ特別対策事業、これのアドバイザー謝礼

では、アドバイザー等を招へいする事業が少なかったということもございまして、２７万

円を減額しているものでございます。その下のまちづくりパワーアップ特別対策事業補助

金では、４本の事業がございますけども、その執行残の３０万円ということでございます。 

 次に、２０ページの下のほうになりますけども、３款、民生費、１項、１目の社会福祉

総務費の事業区分でいきますと国民健康保険特別会計繰出金、これにつきましては、繰入

金の確定によりまして、保険税軽減分である保険基盤安定繰入金で２５９万９千円の追加

及び保険者支援分である保険基盤安定繰入金で５１万２千円の追加ということになってご

ざいます。また、出産育児一時金分では、出生者が少ない見込みであるということから３

３６万円を減額するものでございます。それと財政安定化支援事業では１５３万４千円の

減額、その他一般会計繰入金では、財源補てん分として実績見込みによりまして３，８０
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９万６千円減額で、合計で３，９８７万９千円の減というのが国保の繰出金の内容となっ

てございます。 

 その下の事業区分、障害者等福祉事業の委託料、配食サービス事業ですけれども、年間

１，０２２食から７２４食に減ったということがございまして２３万８千円の減額をして

いるものでございます。 

 その下の北見市子ども総合支援センターきらり通園療育指導訓練では、３６名の４２４

回から３０名の２６２回に利用が減ったということで４１万２千円の減額をしているもの

でございます。 

 その下の事業区分ですけども、一番下になりますけども、地域生活支援事業の委託料の

移動支援事業、下から２行目ですけども、これは利用回数が年２９０回から２４６回に減

ったということで３０万４千円の減額をしているものでございます。 

 一番下の日中一時支援事業では、これは年間９０回から２６回に減ったということで３

０万８千円を減額してございます。 

 続いて、２１ページ、次のページですけども、次のページの一番上になります。 

 臨時福祉給付金事業では、負担金、補助及び交付金のところの臨時福祉給付金で、実績

額が１万円、対象者１，９００人分中の９７７人ということで９２３万円の減額、それと

５千円の対象者の分が１，３３０人のうち６６６人ということで３３２万円減額、合計で

１，２５５万円の減額ということになってございます。 

 その下の子育て世帯臨時特例給付金事業では、これも負担金、補助及び交付金のとこで

すけども、子育て世帯臨時特例給付金で、児童１人につき１万円というやつですけども、

７００人の見込みのうち５６１人の実績で１３９万円の減額ということでございます。 

 次に、２目の老人福祉費、下のほうになりますけども、事業区分、訓子府福祉会支援事

業では、これはご存じのように、くんねっぷ静寿園増改築等事業費補助金で、事業が終わ

った、確定したということで、１８６万７千円の減額ということになってございます。 

 次のページ、２２ページですけども、一番上のほうになりますけども、事業区分で老人

保護措置事業では、養護老人ホームに入所する際に生じる費用として当初４名分を見てお

りましたけども、内１人が２カ月ということになりましたので、その分の１９３万９千円

を減額しているものでございます。 

 そのすぐ下の事業区分、介護保険特別会計繰出金では、介護保険給付費及び事務費の減

少に伴いまして、介護給付費分で１７９万５千円、地域支援事業分で４３万５千円、事務

費分で５３万円の合計で２７６万円を減額しているものでございます。 

 一つ飛んで、事業区分、後期高齢者医療費になります。これは平成２５年度の負担金確

定に伴う精算額分を平成２６年度から差し引くということになってございますので、１，

２１０万５千円の減額ということになってございます。 

 その下の事業区分、後期高齢者医療特別会計繰出金では、保険基盤安定負担金と広域連

合及び市町村事務費の減によりまして１２２万６千円の減額となってございます。 

 次に、一番下のほうになりますけども、次に、３目、温泉保養センター費になりますけ

ども、事業区分、温泉保養センター管理運営事業では、燃料費で燃料価格の下落によりま

して８４万８千円減、それと光熱水費では水風呂の水道使用の見直し及び昨年取り替えま

したオートストップバルブ付きシャワーヘッド交換によりまして節水となったということ
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から１００万６千円を減額しているものでございます。 

 次に、２３ページ、次のページを開いていただきたいんですけど、下の表になります。 

 ３款、２項、１目ですけども、児童福祉総務費の事業区分、右側になりますけども、乳

幼児等医療費助成事業では、小学生までの医療費を助成するものでございまして、２・３

月分の見込みを含めまして、入院で８８２万７千円、通院で２９１万８千円、合計で１，

１７４万５千円となる見込みでございますので、当初予算との差額１１７万９千円を減額

するものでございます。 

 次に、一番下になりますけども、４目の児童措置費の事業区分、児童手当支給事業では、

対象の延べ児童数が７，３３２人から７，１２６人に減ったということから３０４万円を

減額するというものでございます。 

 次に、２４ページ、次のページになりますけども、下の表になります。 

 ここからは４款になりますけども、１項、１目の保健衛生総務費の事業区分、右側にな

りますけども、二つ目ですけども、妊婦健康診査事業では、これは受診者の減によりまし

て１５３万８千円の減となってございます。 

 その下の水道事業助成事業では、水道の耐震化事業の一般会計出資債の執行残によりま

して２８０万３千円の減額ということになってございます。 

 次のページ、２５ページになります。 

 下のほうになりますけども、一番下の４目の環境対策費の事業区分、地球温暖化防止対

策事業では、太陽光発電システム導入費補助金で、当初３０戸で計画しておりましたけれ

ども、実績で２１戸になったということから２５２万円の減額ということになってござい

ます。 

 次に、２６ページ、次のページですけども、ここからは農林水産業費になります。 

 ６款、農林水産業費の１項、３目、農業振興費の事業区分、農業振興事業、鹿電気牧柵

設置事業補助金の執行残１３７万８千円でございまして、この事業は本年度で終了すると

いうことでございます。 

 その下の異常気象対策資金利子補給では、資金実行による総額が確定したということが

ございまして、６１万６千円を減額してございます。 

 その下の経営体育成支援事業では、平成２６年度補正予算の事業で、人・農地プランに

位置付けられた中心経営体が経営規模の拡大を図るということを目的とした事業でござい

まして、金融機関からの融資を活用して農業機械等を取得するという場合、１０分の３以

内で国庫補助されますよという事業でございますけども、本町では８件、総額で３，６１

２万４千円のうち１，０５１万７千円分を計上しているものでございます。 

 次に、一番下になります。 

 ４目の畜産業費の事業区分、畜産振興事業、家畜資質改善対策事業費補助金では、補助

対象頭数が５頭から１０頭に増えたということから１２万円の追加をしているものでござ

います。 

 次のページ、２７ページ、５目の農業基盤整備事業費、事業区分の、右側の農業基盤整

備事業になりますけども、一番上の道営北見南地区畑総事業負担金、これは他の市町村の

事業に本町の農業者が参加したということのパワーアップ分の対象事業費２３万７千円で

すけども、その６．２５％を負担するということになってございますので、１万５千円と
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いうのが一番上のところでございます。 

 その下の道営訓子府北西地区農地整備事業では、これは対象事業費の減によりまして３

２６万７千円の減額をしているものでございます。 

 その下の道営柏丘北地区農地整備事業では、現年度分の対象事業費の減に伴い７１０万

５千円の減、減額補正後の負担金２，２３７万円の内２，１０２万円と土地連の負担金７

万５千円の合計で２，１０９万５千円、これは先ほど繰り越しのところでお話しましたけ

ども、この部分２，１０９万５千円については、翌年度へ繰り越す事業ということになり

ます。 

 その下の道営訓子府高園地区農地整備事業では、当初計画から北海道の事業費が平成２

６年度予算の１億２，５００万円から２，５６９万５千円と大きく減額となったというこ

とがございまして、負担金でも１，９８６万１千円の減額となってございます。 

 その下の道営訓子府西３１号線地区農地整備事業（農道保全）でございますけども、対

象事業費が減ったことによりまして、負担金で９６万６千円の減額というものでございま

す。 

 その下の道営訓子府川南地区農地整備事業では、調査計画費に国の補助がついたという

ことがございまして、一般財源持ち出し分７１７万１千円を減額するというものでござい

ます。当初はついていなかったということです。改めてついたということで、この分が減

るということになります。 

 その下の道営山林川地区水利施設整備事業では、逆に調査計画費に国の補助がつかなか

ったことによりまして７９万８千円を追加するということになったものでございます。 

 その下の道営置戸地区畑総事業では、これはさっきと逆のように他の市町村の事業に本

町の農業者が参加したというものでございまして、パワーアップ分の対象事業費１１７万

８千円の６．２５％分、７万４千円を計上するというものでございます。 

 次に、２８ページ、一番上になります。 

 事業区分、下水道事業特別会計繰出金では、これは道道の下水道施設移設補償工事の入

札執行残になりますので、下水道事業特別会計の収支不足の補てん額を３９６万３千円減

額するというものでございます。 

 次に２段目の６目、農業交流センター費の右側、事業区分、農業交流センター等管理運

営事業では、これは電気料の値上げによりまして３８万６千円の追加でございます。 

 次に、その下の７目の牧場費の事業区分、牧場管理運営事業では、これは需用費で肥料

購入の入札残が主なものとなってございまして１３４万円の減でございます。原材料費で

は、牧柵設置の再調査と資材の再利用によりまして、これは執行残ということで６４万１

千円の減額となってございます。 

 次に、２９ページ、上のほうですけども、２目の林業振興費、事業区分、一番上、有害

鳥獣駆除事業では、本年度エゾシカの捕獲頭数が当初予定の２００頭から半分の１０５頭

ということで、それぞれ委託料及び鳥獣害防止対策協議会の実績も少ない見込みになると

いうことから、１０４万１千円の減額をしているものでございます。なお、このシカにつ

いては、管内的にも全体のシカの頭数が少ないという状況になってございます。オホーツ

クはですね。 

 その下の事業区分、民有林振興事業では、未来につなぐ森づくり推進事業での推進とい
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うことで、造林事業補助枠の不足、また苗木が不足しているということから民有林の事業

実施を見送った方が多かったということで、１７６万２千円を減額してございます。 

 次に、下の表の７款、商工費、１項、２目の商工業振興費の事業区分、商工業振興対策

一般事業では、訓子府町店舗出店等支援事業での該当者がいなかったということがござい

まして、３００万円を減額しております。 

 また、その下の訓子府町店舗改修事業では、８件の実績に対しまして、執行残で４７万

３千円を減額しております。 

○議長（橋本憲治君） それでは、次に、土木費のほうは次からということで、ここで午

前１０時４５分まで休憩したいと思います。 

 

休憩 午前１０時３４分 

再開 午前１０時４５分 

 

○議長（橋本憲治君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 引き続き、提案理由の説明を求めます。議案書３０ページの土木費から説明願います。 

 副町長。 

○副町長（佐藤明美君） ３０ページ、ここからは土木費になります。 

 ８款、３項、２目の道路維持費になりますけれども、上のほうですけれども、事業区分

で町道除排雪事業、ご存じのように本年度は一度の降雪量が非常に多いということがござ

いまして、作業時間もそれなりに要するということに加えまして、１月末の出動回数も、

それに沿って多かったということから、土木技能員賃金で７７万２千円の追加、その下の

除排雪機械借上料で６１７万円の追加、現時点ではそれでございます。 

 その下の事業区分の町道舗装修繕事業では、南１２線舗装修繕工事でございまして、国

の補助対象事業費が大幅に減額されたということがございまして４，２４６万円の減額と

いうふうになってございます。なお、相内線につきましては、終了年度につき執行残とい

うことになり９５万２千円の減ということでございます。 

 次のページ、３１ページになりますけども、これは真ん中の表になります。 

 ８款、４項、１目の河川総務費、事業区分、河川維持管理事業では、これは日本型直接

支払制度、多面的機能支払交付金事業というものがございますけど、これによりまして、

それぞれの地域事業との連携を図ったことによりまして、河川維持報償金で２０１万４千

円の減、共同事業機械借上料で２６万円の減ということでございます。 

 次に、一番下の表になりますけども、８款、５項、１目の公園費の事業区分、レクリエ

ーション公園維持管理事業では、これは次のページにまたがってまいりますけども、通路

のインターロッキングブロック修繕の見送りによりまして、需用費の修繕料で６２万３千

円、原材料費で３９万６千円の減額ということになってございます。 

その下の事業区分、各公園等維持管理事業では、中央公園のトイレの屋根と自動ドア修

繕の執行残で１５０万６千円減ということです。 

 下の表の８款、６項、１目の住宅管理費の事業区分、町営住宅維持管理事業では、需用

費で穂波団地の退去予定に伴う内装、畳替え、ボイラー修繕等で６０万円を追加するもの

でございます。また、備品購入費では、単身者住宅のボイラー取り替えとして２０万円を
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追加しているものでございます。 

 その下の事業区分、耐震改修促進事業では、これは補助の利用者がいなかったというこ

とから３６万円の減額でございます。 

 ３３ページになります。３３ページの真ん中の表ですけれども、９款の消防費です。 

 ９款の１項、１目、消防組合費の事業区分、北見地区消防組合負担金では、この内訳は

４０ページをお開き願いたいと思いますけども、この４０ページが内訳になりますけども、

これの上の表の３目の訓子府消防支署費の事業区分、職員給与費では、人事院勧告に基づ

く期末勤勉手当については、１１月末の臨時議会で提案したところでございますけども、

残る給料に関連する部分については、今回の整理予算の中で整理することといたしまして、

一般職の給料で１５万１千円、共済費で１２万７千円、福祉協会負担金で１千円をそれぞ

れ追加するというものでございます。 

 次に、４１ページの上の表になります。 

 ３目の訓子府消防団費の事業区分、消防団員活動費では、今年９名の団員が入団したと

いうことに伴いまして、各種訓練等の出動の費用弁償で９４万５千円の追加。 

 次に、一番下の表の４款の公債費、１項、２目の利子の事業区分、消防組合債償還利子

では、消防救急無線デジタル化整備の平成２５年度の借り入れ分の利息を３％で当初予定

しておりましたけども、借り入れの際には０．４％になったということから、償還金利息

の減によりまして３７万２千円を減額してございます。 

 ３３ページに戻っていただきまして、一番下の表になりますけども、１０款の教育費、

１項、２目の事務局費になります。次のページにまたがってきますけれども、事業区分で

学校教育等一般事業の北海道訓子府高等学校教育振興会議交付金では、入学準備金４０名

が１９名になったということ。それと訓子府北見間のバス運賃の通学支援についても３０

名の予定が１２名の申請であったということから２７９万３千円の減額をしているもので

ございます。 

 次に、３４ページですけども、真ん中の表の１０款、２項、小学校費ですけども、２目

の教育振興費の事業区分、就学援助・奨励事業では、特別支援教育就学奨励費で該当者が

５名中１名ということで１７万３千円の減額、要保護・準要保護児童就学援助費４４名中

４１名該当で４８万７千円の減、同じく、特別支援学校の交通費助成では、対象者２名で

すけども、これは１名の利用のため３４万７千円を減額しているというものでございます。 

 次に、一番下の表の１０款、３項の中学校費、次のページになりますけども、一番上の

教育振興事業の３行目になりますけども、部活動等派遣費補助金では、今年は２名が青森

県で行われたアルペンスキーの中体連全国大会に、もう終わりましたけども２月５日から

１０日に出場したということで１１万６千円を追加しているものでございます。 

 同じく中学校費のその下になりますけども、事業区分、就学援助・奨励事業では、これ

は特別支援教育就学奨励費で該当者が１１名中９名ということで１３万８千円の減、要保

護・準要保護生徒就学援助費では２３名中１９名ということで１７万９千円の減、特別支

援学校交通費助成では、これは対象者１世帯２名で利用実績がありませんけども、予算を

組んだときの２月・３月分の帰省費だけを残したというか、見込んだということで２２万

１千円を減額しているものでございます。 

 次に、下の表になります。 
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 １０款、４項、１目の幼稚園費の事業区分、幼稚園運営事業では、賃金のところで、代

替教諭というのがありますけども、勤務体制を整理したことによりまして６０万円の減、

さらに、保育指導員のところでは、指導員１名が１２月で退職したということにより３０

万円の減、それと保育補助員では、支援員１名の減と２名の方の１日勤務時間を半日の勤

務にしたということで３３０万円の減となってございます。 

 次に、３６ページ、次のページの上の表になります。 

 １０款、４項、２目のこども園費の事業区分、こども園建設事業では、委託料でござい

まして、こども園建設工事実施設計業務委託の執行残ということで２０７万４千円、それ

とグリーンニューディール基金事業の設計委託の執行残で６８万１千円、あわせて２７５

万５千円の減ということになってございます。 

 下の表になります。 

 １０款、５項の社会教育費、１目、社会教育総務費の事業区分、一番上になりますけど

も青少年教育推進事業の、ここの部分の下のほうになりますけれども、負担金、補助及び

交付金のところにあります大会派遣費では、訓子府町小学校スクールバンドの３月２８日

から３０日に東京で行われます、これから行われます第３６回全日本リコーダーコンテス

ト出場に伴う児童２５人と引率者４人の派遣費として２６４万７千円を追加しているもの

でございます。 

 一番下のほうの事業区分、成人教育推進事業では、各種講座等の講師謝礼となりますけ

れども、その中で公民館講座において北海道市町村振興協会の補助採択にならなかったと

いうことがございまして、その分事業はしないということで３４万円の減額、それとくん

ねっぷ未来づくり大会基調講演の講師が自治体の職員ということで、ちょっと安くあがっ

たこともございまして１４万円の減、その他１２万円の減については、各種講座の執行残

ということで、合計で６０万円の減額をしているものでございます。 

 次に、３８ページの下の表になります。 

 １１款、公債費、１項、１目の元金とその下の２目の利子では、長期債の償還は元利均

等で行っておりますけれども、利率の見直しによりまして、利率が下がれば毎回償還する

元金が増えるという仕組みになってございますけども、償還金トータルでは下がるという

ことになります。今回の分は平成１５年度の借り入れの臨時財政特例債と減税補てん債の

２本で借り入れ時の利率は１．３％でございましたけれども、見直しにより０．４％、も

う１件は、平成２０年度借り入れの過疎債で０．７％が０．２％にしたということで、事

業区分にありますように元金で８９万円の追加、利子で３５８万５千円の減、トータル的

には落ちたということになるものでございます。 

 次に、３９ページ、１３款、１項、１目の給与費、これの事業区分、職員給与費では、

消防費のほうでも若干説明しましたけども、人事院勧告に基づく期末勤勉手当以外、これ

は１１月にしておりますので、それ以外の給料の部分でございますけども、この分を３月

の整理予算の中で調整したということに加えまして、１月から町の独自削減を廃止、２％

の件ですけれども廃止、それと昇給の抑制、さらに年度内における他会計との人事異動及

び育児休業２名、退職者２名の給料やそれに関連する手当・共済費等の整理を行ったとい

うのが説明欄になりますけども、その総額で７９１万２千円の減額というものでございま

す。 
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 次に、６ページに戻っていただきたいんですけれども、歳入の部分です。 

 ６ページ、一番上の表の１款の町税、１項、１目、個人というところですけども、これ

は大きくは農業所得の減により１，０５３万６千円が減ったということでございます。 

 ２段目の表の１款、２項、１目、固定資産税では、償却資産の申告額が増えたことによ

りまして８０７万６千円の追加ということになります。 

 ３段目の１款、４項、１目、町たばこ税では、消費税率の改正と購入本数が減ったとい

うことで３１７万円の減額ということになります。 

 次に、一番下の表の９款、１項、１目の地方交付税では、９，７７１万１千円の追加で

すけども、これについては、地域雇用・経済対策費に対する国の方針が定まらないという

こともあって、それによって不安定であったということで、基準財政需要額を少なめに見

込んでいたことに加えまして、地域の元気創造事業費の算定方法が改正になったことがあ

りまして増額になったのが大きな要因ということ。９，７００万円の大きな要因といえま

す。 

 次に、７ページ、上のほうですけども、一番上の表ですけども、１１款、１項、１目の

農林水産業費分担金では、この分担金は畑総に関する受益者が負担する分ということで、

歳出のところでも説明しましたように対象事業費が減ったということがございまして、北

西地区で１０８万９千円の減、訓子府高園地区で７４０万３千円の減ということでござい

ます。 

 次に、真ん中の表、１１款、２項、１目の民生費負担金の常設保育所利用者負担金では、

これは入園児の増と一人平均保育料の増加、所得の増加ということで２６０万５千円の追

加でございます。 

 その下の２目、農林水産業費負担金では、道営北西地区農地整備事業にかかる他の市町

村参加者のパワーアップ分の事業費ですけれども、市町村の負担を請求するということで、

分担金のところでも説明しましたように事業費が減ったことによりまして８２万３千円を

減額するものでございます。 

 次に、８ページの上の表の１２款、１項、６目の土木使用料ですけれども、町営住宅使

用料では、最近、設備の整っている住宅への入居率が非常に高いということと所得の上昇

によりまして家賃が上がったということがございまして、２４０万円を追加するものでご

ざいます。 

 その下の特定公共賃貸住宅使用料でも単身者住宅の入居率が高いということに加えて、

末広特定公共賃貸住宅に所得の高い人の入居があったということから９２万３千円の追加

となったものでございます。 

 その下の７目の教育使用料の保育料ですけれども、これは幼稚園の途中入園及び延長保

育の増加がございまして１３８万６千円を追加してございます。 

 その下の１３款、１項、１目の民生費国庫負担金の障害者福祉費負担金では、障害福祉

サービス費及び補装具費等、これは負担率２分の１ですけれども、これの減によりまして

１８２万４千円の減額でございます。 

 その下の国民健康保険基盤安定負担金では、これは制度拡充によりまして対象者が増え

たということで負担金が２５万６千円増えてございます。 

 その下の児童手当負担金は、これは事業費が確定になりましたので２１４万３千円の減
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額でございます。 

 ９ページ、上の表になります。 

 １３款、２項、１目、民生費国庫補助金の障害者福祉費補助金、これは地域生活支援事

業費の上限設定によりまして７９万１千円の減額。 

 その下の臨時福祉給付金給付事務費補助金から子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補

助金までにつきましては、歳出のところで説明しましたように実績に基づいた補助の減額

ということでございます。 

 その下の２節になりますけども、右側の２節になりますけども、児童福祉費補助金の次

世代育成支援対策交付金では、子育て支援センター、乳児全戸訪問などによる経費への補

助で国庫補助から道補助に振り替わったということがございまして、後で道補助も出てき

ますけども３７９万６千円の減額でございます。 

 その下の土木費国庫補助金では、交付の決定の中で一部事業の採択がされなかったこと

によります減でございまして、旧駅周辺整備事業で９７０万円の減、南１２線舗装修繕事

業で２，８２１万８千円の減となってございます。また、本年度は積雪寒冷地指定路線の

除雪作業に対する補助が採択されたことによりまして３３０万円の対象事業費の３分の２

ということで２２０万円追加されておりますので、これらを差し引きすると３，５７１万

８千円の減額ということが土木費の補助でございます。 

 その下の４目の教育費国庫補助金の住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金では、

これはスポーツセンターの耐震診断に対する補助でございまして、事業費の確定で２７万

８千円減額でございます。 

 次に、下の表になりますけれども、１４款、１項、１目の民生費道負担金の障害者福祉

費負担金では、前段の国庫負担金のときにも説明しましたけども、国が負担率２分の１で

すけども道費は４分の１となりますので１５３万８千円の減ということになります。 

 次のページの上になりますけども、一番上になります。国民健康保険基盤安定負担金で

は、先ほどの国庫支出金の説明と同様に、制度拡充によりまして対象者が増えたというこ

とで、道費も２０７万７千円の増額になってございます。 

 その下の後期高齢者医療保険基盤安定拠出金では、これも対象者の確定によりまして負

担金が１９万３千円の減額になってございます。 

 その下の４節の児童手当負担金では、これは事業の確定で４５万２千円の減額。 

 その下の１４款、２項、１目の総務費道補助金の森林環境保全整備事業補助金、町有林

では、道予算の減額により申請事業が減ったということがございますので１５６万５千円

減額でございます。 

 その下の２目の民生費道補助金の放課後児童対策事業補助金では、これは児童センター

運営事業の開設加算分等が増額になったということで２４万９千円を増やしてございます。 

 その下の北海道安心子ども基金補助金では、国の次世代育成支援対策交付金から、先ほ

どいいました変更になったということで、額はちょっと変わりますけども、補助対象額８

７５万４千円の３分の１ということで２９１万８千円の計上をしているものでございます。 

 次に、１１ページ、上の表の４目の農林水産業費道補助金の右側の２行目ですけども、

強い農業づくり事業（経営体の育成）補助金というのがありますけども、歳出のところで

説明しましたけども、経営規模の拡大を図るということを目的にした事業で金融機関から
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の融資に対して３分の１の話ございましたけども、それの補助金で歳出と同額１，０５１

万７千円を計上するというものでございます。 

 その下の食料供給基盤強化特別対策事業補助金では、道営農地整備事業にかかるパワー

アップの補助金で、道営の北西地区と高園地区分で７４３万円を減額するというものでご

ざいます。 

 その下の２節になりますけども、林業費補助金の未来につなぐ森づくり推進事業補助金

では、民有林の事業実施、先ほど歳出にもありましたように、見送りによりまして９３万

３千円の減額ということです。 

 次に、１２ページの上の表になりますけども、１５款、１項、１目の財産貸付収入の町

有住宅貸付料では、教職員及び農業実習生の入居が少なかったということから１１０万５

千円の減額になります。 

 次に、下の表になります。１５款、２項、２目の不動産売払収入では、主に高規格道路

に関連する町有地の売り払い額が増えたということで２１１万２千円を追加するものでご

ざいます。 

 次１３ページ、上の表の１６款、１項、２目の総務費寄付金のふるさとおもいやり寄付

金では、１月末現在の寄付状況として１１件１６８口８３万円を追加するというものでご

ざいます。同じくその下の教育費指定寄付金では、図書購入資金としての寄付で３件で１

５万７千円の追加ということになってございます。 

 次に、下の表の１７款、１項、１目、財政調整基金繰入金は今回の補正の財源調整とし

て５，６７８万３千円を追加するものでございます。 

 その下の２目の社会資本整備基金繰入金につきましては、基金充当事業費確定に伴う減

額で２４６万４千円を減額しているものでございます。 

 その下の産業後継者育成基金繰入金につきましても、基金充当事業費が確定したという

ことで３３万８千円の減額をしております。 

 その下の地域活性化基金繰入金では、まちづくりパワーアップ特別対策事業の確定とい

うことで５７万円の減額。 

 その下の鉄道跡地整備等基金繰入金では、これは旧訓子府駅周辺整備の１及び２工事の

財源確定がしたということで、不足分３，６４０万円の追加。先ほど補助金が大幅に減っ

たという話をしたと思うんですけども、その分で実施しなければなりませんので、その分

単費になった。基金でやったということで理解願います。いずれにしても駅の分は今年度

で全部終わりという状況でございます。 

 次に、１４ページの１７款、２項、１目、後期高齢者医療特別会計繰入金の４万１千円

につきましては、預金利息と国から交付される広報掲載分の事務費みたいなものですけれ

ども、繰り入れしたというものでございます。 

 その下の２目の介護保険特別会計繰入金の１７万４千円は、地域包括支援センター職員

の人件費分の繰入金として追加するものでございます。 

 次に、真ん中の表の１８款、１項、１目の繰越金２，８３６万９千円の追加につきまし

ては、前年度繰越金の留保分の計上ということになります。 

 一番下の表になりますけども、１９款の諸収入の４項、１目、受託事業収入につきまし

ては、広域連合から委託されている７５歳以上の健康診査事業の受診者が少なくなるとい
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う見込みで３０万３千円を減額しているものでございます。 

 次に、１５ページの上の表になりますけれども、１９款、５項、５目の雑入の重度心身

障害者医療費高額療養費等では、一件の大きな高額医療費がでましたので、それが長期入

院ということも重なりまして、月平均の医療費を大きく引き上げたということで２５０万

３千円の追加をしているものでございます。 

 その下の、ひとり親家庭等医療費高額療養費等につきましても、短期ですけれども、大

きな高額医療費があったことから１８万５千円を追加しているというものでございます。 

 その下の介護保険収入では、これはケアプラン作成が少なかったということによりまし

て３０万９千円の減額です。 

 その下の広域廃プラスチック処理からの広域焼却対象ごみ処理まで、この三つございま

すけれども、平成２５年度事業の経費の清算によりそれぞれ追加になったということでご

ざいます。 

 下の表になりますけども、２０款の町債につきましては、起債対象事業費が確定したこ

となどによる補正でありまして、総額で６，９７１万円を減額計上するものでございます。 

 最後に、配布の資料１、左上のほうに２６年度と書いたほうの資料１を見ていただけれ

ばと思います。基金の状況の表ですけども、左上のほうに２６年度と書いてあるやつです。 

 資料１では、財政調整基金及び特定目的基金の保有状況（見込）ということでございま

すけども、今回の補正予算によります基金積立等の追加を行った後の一般会計の基金保有

見込みは、これは一番右側の下から４行目、一般会計の分ですけども、４１億７，１３７

万９千円ということになってございます。 

 資料２というのがその後にあると思うんですけれども、これは後でご覧をいただければ

と思いますけれども、投資的事業の財源内訳を含めた一覧表を作成しておりますので、こ

れは後で見ていただくと、今説明しました投資的事業の分の財源の内訳を書いた表でござ

います。 

 以上、平成２６年度訓子府町一般会計補正予算（第１１号）の内容について、説明をさ

せていただきましたけれども、ご審議の上、ご決定のほどよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第５号 平成２６年度訓子府町国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）についての提案理由の説明を求めます。議案書４５ページでございま

す。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡辺克人君） 議案書の４５ページをお開き願います。 

 議案第５号 平成２６年度訓子府町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、

提案理由の説明をさせていただきます。 

 今回の補正は、第１条にありますように５８７万４千円を減額し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ９億５，０６２万６千円とするものであります。 

 この補正の款項の区分ごとの金額等につきましては、４６ページの「第１表 歳入歳出

予算補正」の表のとおりでありますのでご覧をいただくこととし、その内容につきまして

は、４７ページ以降の事項別明細書により説明させていただきます。 
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 それでは、４７ページの歳入から説明させていただきます。 

 第１款、国民健康保険税、第１項、第１目、一般被保険者国民健康保険税につきまして

は、１月末における調定額の状況から推計しまして、１節の医療給付費分３２８万３千円、

５節の介護納付金分２２２万８千円の減額と、３節の後期高齢者支援金分１２６万６千円

を追加し、また、２節の医療給付費分滞納繰越分１８０万８千円、４節の後期高齢者支援

金分滞納繰越分４０万２千円、それと６節の介護納付金分滞納繰越分２８万３千円につき

ましては、収納実績からそれぞれ追加しまして、一般被保険者の保険税総額で１７５万２

千円を減額するものであります。 

 次に、第２目、退職被保険者等国民健康保険税につきましても、１月末における調定額

の状況から推計しまして、１節の医療給付費分７１万３千円、次の４８ページにあります

３節の後期高齢者支援金分２２万８千円、それから、５節の介護納付金分３０万９千円を

減額し、２節の医療給付費分滞納繰越分１０万５千円を収納実績から追加しまして、退職

被保険者等の保険税総額で１１４万５千円を減額するものであります。 

 次に、第２款、国庫支出金、第１項、第１目、療養給付費等負担金につきましては、前

期高齢者交付金等の確定に伴い、現年度分療養給付費等負担金１３６万円を追加するもの

であります。 

 第２目、高額医療費共同事業負担金につきましては、負担金額の確定に伴い、１００万

５千円を減額するものであります。 

 第３目、特定健康診査等負担金につきましては、受診者数が予定より少なかったことか

ら１３万４千円を減額するものであります。 

 次に、４９ページの第２項、国庫補助金、第１目、財政調整交付金、１節の財政調整交

付金につきましては、制度改正に伴うシステム改修等の経費が特別調整交付金の対象とな

りますことから、３３７万４千円を追加するものであります。 

 次に、第３款、第１項、第１目の療養給付費等交付金につきましては、まず、１節の現

年度分療養給付費等交付金では、退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等に減額が見込

まれますことから、１０４万３千円の減額と、２節の過年度分療養給付費等交付金につき

ましては、平成２５年度の交付金確定額通知によりまして、６６万８千円を追加するもの

であります。 

 第４款、第１項、第１目の前期高齢者交付金につきましては、各保険者の前期高齢者の

加入者数等に応じて財政調整するための交付金でありますが、平成２６年度分の交付金の

確定通知により９万８千円を減額するものであります。 

 次に、５０ページの第５款、道支出金、第１項、第１目、高額医療費共同事業負担金に

つきましては、負担金額の確定に伴い１００万５千円を減額するものであります。 

 第２目、特定健康診査等負担金につきましては、国庫支出金と同額の１３万４千円を減

額するものであります。 

 次に、第６款、第１項、第１目、共同事業交付金の高額医療費共同事業交付金につきま

しては、交付金額の確定に伴い３２７万４千円を追加するものであります。 

 第２目、保険財政共同安定化事業交付金につきましても交付金額の確定に伴い５７３万

４千円を減額するものであります。 

 次に、５１ページになります。 
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 第７款、財産収入、第１項、第１目、利子及び配当金につきましては、財政調整基金の

預金利子が確定しましたので、財政調整基金利子１万４千円を追加するものであります。 

 次に、第８款、繰入金、第１項、第１目、財政調整基金繰入金につきましては、現在積

み立てられている財政調整基金のほぼ全額を繰り入れることとし、３，７３６万５千円を

追加するものであります。 

 これによりまして、先ほどの資料１の財政調整基金及び特定目的基金の保有状況（見込）

の表の下から３段目の右端にありますとおり平成２６年度末基金保有見込額は１千円とな

る見込みでございます。 

戻りまして、第２項、第１目、一般会計繰入金につきましては、それぞれ繰入金の決算

見込みにより、１節の保険基盤安定繰入金につきましては、総額で３１１万 1千円を追加、

２節の出産育児一時金繰入金につきましては、３３６万円を減額、３節の財政安定化支援

事業繰入金につきましては、１５３万４千円を減額するものであります。 

また、５２ページの４節、その他一般会計繰入金につきましては、収支不足を補うため

の財源補てん分繰入金３，８０９万６千円を減額するものであります。 

これによりまして、平成２６年度の収支不足のために繰り入れする財源補てん分の予算

総額は、７，８８６万円となる見込みであります。 

 次に、５３ページの歳出について説明させていただきます。 

 まず、第１款、総務費、第１項、第１目、一般管理費の２５節、積立金につきましては、

財政調整基金積立金及び基金利子の額が確定しましたので、１５２万円を減額するもので

あります。 

 次に、第２款、保険給付費、第４項、出産育児諸費、第１目、出産育児一時金につきま

しては、１月末の実績額と今後１件分を見込みまして、５１１万８千円を減額するもので

あります。また、第２目、支払手数料につきましても、実績見込みによりまして２千円を

減額するものです。 

 次に、第３款、後期高齢者支援金等、第１項、第１目の後期高齢者支援金拠出金の１９

節、負担金、補助及び交付金の４万７千円の追加、次に、５４ページの第４款、第１項、

第１目の前期高齢者納付金の１９節、負担金、補助及び交付金の７千円の追加と、第５款、

第１項、第１目の老人保健医療費拠出金の１９節、負担金、補助及び交付金の１千円の減

額、同じく第２目の老人保健事務費拠出金の１千円の減額、それから第６款、第１項、第

１目の介護納付金の１９節、負担金、補助及び交付金の５万９千円の減額につきましては、

平成２６年度分拠出金及び納付金の確定通知により、それぞれ追加及び減額するものであ

ります。 

 次に、５５ページの第７款、共同事業拠出金、第１項、第１目、高額医療費拠出金につ

きましては、拠出金額等の確定により４０２万１千円を減額するものであります。 

 また、第３目、保険財政共同安定化事業拠出金につきましても、拠出金額の確定により

４４３万９千円を減額するものであります。 

 次に、第８款、保健事業費、第１項、第１目、特定健康診査等事業費につきましては、

特定健診受診者数が予定より少なかったことから、まず、１２節、役務費の通信運搬費の

郵便料８万７千円の減額と、１３節、委託料の特定健康診査委託料６０万４千円を減額す

るものであります。 



 - 26 - 

 次に、第２項、第１目、保健事業総務費の１３節、委託料につきましては、受診者数が

予定より少なかったことから、独自健診業務１４万３千円を減額するものであります。 

 次に、第１０款、諸支出金、第１項、償還金及び還付加算金、第３目、償還金、２３節

の償還金、利子及び割引料の国庫支出金返還金につきましては、平成２５年度の療養給付

費等負担金の精算に伴い、国から超過交付されていました９３６万７９９円の返還と、同

じく平成２５年度に交付を受けております特定健康診査等にかかる負担金について、実績

より超過交付されておりましたので、この超過交付金分３０万９千円の返還、それから、

平成２２年度から平成２４年度分の国の特別調整交付金の再算定の結果、９万円が超過交

付となっておりましたので、これらをあわせまして９７５万９，７９９円を返還するもの

であります。 

また、下にあります道支出金返還金ですが、今説明しました特定健康診査等にかかる負

担金の返還分として、国と同額の３０万９千円を返還するため、３０万８千円を追加する

ものであります。 

 以上、平成２６年度国民健康保険特別会計の補正予算の内容について、提案理由の説明

をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第６号 平成２６年度訓子府町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第３号）についての提案理由の説明を求めます。議案書５７ページでござい

ます。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡辺克人君） 続きまして、議案書の５７ページをお開き願います。 

 議案第６号 平成２６年度訓子府町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）につい

て、提案理由の説明をさせていただきます。 

 今回の補正は、第１条にありますように１４４万２千円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ７，２７６万６千円とするものであります。 

 この補正の款項の区分ごとの金額等につきましては、５８ページの「第１表、歳入歳出

予算補正」の表のとおりでありますので、ご覧をいただくこととし、その内容につきまし

ては、５９ページ以降の事項別明細書により説明させていただきます。 

 それでは、５９ページの歳入から説明させていただきます。 

 まず、第１款、後期高齢者医療保険料、第１項、第１目の特別徴収保険料につきまして

は、１月末における調定額の状況から推計しまして、１９２万８千円を追加するものであ

ります。 

 また、第２目の普通徴収保険料の１節、普通徴収保険料現年度分につきましても、１月

末における調定額の状況から推計しまして、２９万７千円を追加するものであります。 

 ２節の普通徴収保険料滞納繰越分につきましては、平成２５年度分の保険料の滞納額が、

見込みより多かったことから、４０万２千円を追加するものであります。 

 次に、第２款、第１項、広域連合補助金、第２目の高齢者医療制度円滑運営臨時特例交

付金につきましては、制度周知広報等経費にかかる交付金としての補助が本年度において

も継続されることとなりましたので、新たに科目を新設するものですが、これにつきまし

ては、議案書の６１ページにあります歳出の第４款、諸支出金、第２項、第１目の一般会

計繰出金の２８節、繰出金の４万１千円、これは町広報誌に掲載する制度周知広報等経費
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として、一般会計に繰り出しするものですが、これに対して交付されるもので、４万１千

円を計上するものでございます。 

 次に、６０ページに戻っていただきまして、歳入の第３款、繰入金、第１項、第１目、

保険基盤安定繰入金につきましては、保険料の軽減額が当初見込みより減ったことにより

まして、２５万８千円を減額するものであります。 

 第２目の事務費繰入金につきましては、広域連合事務費納付金の平成２５年度の額の確

定等によります７１万４千円の減額と、一般会計から繰り入れることとしておりました議

案書の６１ページにあります歳出の第１款、総務費、第１項、第１目の一般管理費に計上

しております事務経費２５万４千円の減額、これらをあわせて９６万８千円を減額するも

のであります。 

 次に、６１ページの歳出について説明させていただきます。 

 第１款、総務費、第１項、第１目、一般管理費の１１節、需用費の消耗品費につきまし

ては、制度周知用パンフレットの購入を広域連合から提供されたパンフレットで対応した

ことなどのほか、実績見込みによりまして２１万１千円を減額するものであります。 

 また、１２節の役務費の通信運搬費につきましては、被保険者証交付等にかかる郵便料

４万３千円を減額するものであります。 

 第３款、第１項、第１目、後期高齢者医療広域連合納付金の１９節、負担金、補助及び

交付金の事務費納付金につきましては、広域連合の事務費の精算によりまして７１万４千

円を減額するものであります。 

 また、保険料等納付金につきましては、納付保険料の増と保険基盤安定負担金の減との

差し引き額２３６万９千円を追加するものであります。 

 次に、第４款、諸支出金、第２項、第１目の一般会計繰出金の２８節、繰出金につきま

しては、歳入の交付金のところでも説明いたしました制度周知広報等経費に対して交付さ

れます高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金を充当するもので、一般会計で支出してい

る町広報誌に制度周知のための記事を掲載しておりますが、この広報誌掲載関係経費分と

して４万１千円を一般会計に繰り出しするため追加するものであります。 

 以上、平成２６年度後期高齢者医療特別会計の補正予算の内容について、提案理由の説

明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第７号 平成２６年度訓子府町介護保険特別会計補正

予算（第３号）についての提案理由の説明を求めます。議案書６２ページです。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡辺克人君） 議案書の６２ページをお開き願います。 

 議案第７号 平成２６年度訓子府町介護保険特別会計補正予算（第３号）について、提

案理由の説明をさせていただきます。 

 今回の補正は、第１条にありますように１，５１７万７千円を減額し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ４億７，８００万円とするものであります。 

 この補正の款項の区分ごとの金額等につきましては、６３ページの「第１表 歳入歳出

予算補正」の表のとおりでありますのでご覧をいただくこととし、その内容につきまして

は、６４ページ以降の事項別明細書により説明させていただきます。 
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 それでは、６４ページの歳入から説明をさせていただきます。 

 まず、第１款、保険料、第１項、介護保険料、第１目、第１号被保険者保険料につきま

しては、年度途中の資格取得及び喪失等による保険料の増減により、１節の特別徴収保険

料につきましては３１４万７千円を増額、２節の普通徴収保険料につきましては１３２万

２千円を減額、３節の普通徴収保険料滞納繰越分につきましては、滞納繰越額の減により

まして７万円を減額するものであります。 

 次に、第２款、分担金及び負担金、第１項、第１目、介護予防負担金につきましては、

介護予防事業として実施しております「通所型介護予防事業」の利用者負担金ですが、当

初の見込みより利用件数が少なかったことから３万１千円を減額するものであります。 

 第３款の国庫支出金、第１項、国庫負担金、第１目、介護給付費負担金につきましては、

施設介護サービス給付費などの保険給付費が減額となる見込みとなったことから、国の負

担割合相当額の１８４万４千円を減額するものであります。 

 次に、６５ページ、第２項、国庫補助金、第１目、調整交付金は、保険給付費見込額の

減少により１３４万５千円を減額するものでございます。 

 次に、第４款、支払基金交付金、第１項、第１目、介護給付費交付金につきましても、

保険給付費が減額となる見込みとなったことから４１６万４千円を減額するものでありま

す。 

 次に、第２目、地域支援事業支援交付金につきましては、介護予防事業に要する経費の

うち第２号被保険者負担分について、社会保険診療報酬支払基金から交付されるものです

が、昨年度と同様に全国一律に４９．８％の圧縮率がかけられ交付されることから１３１

万５千円を減額するものであります。 

 次に、第５款、道支出金、第１項、道負担金、第１目、介護給付費負担金につきまして

も施設介護サービス給付費などの保険給付費が減額となる見込みとなったことから道の負

担割合相当額の２８２万３千円を減額するものであります。 

 次に、第６款、財産収入、第１項、財産運用収入、第１目、利子及び配当金につきまし

ては、介護給付費準備基金利子の確定に伴い５千円を追加するものでございます。 

 次に、６６ページの第７款、繰入金、第１項、基金繰入金、第１目、介護給付費準備基

金繰入金につきましては、会計の収支不足額に基金の繰り入れを予定しているものですが､

保険給付費見込額の減少による減額と、先ほどの圧縮率がかけられた地域支援事業支援交

付金の立て替え分の１３１万５千円を含めまして、２６５万５千円を減額するものであり

ます。 

 次に、第２項、他会計繰入金、第１目、一般会計繰入金の１節、介護給付費繰入金につ

きましては、保険給付費の見込額の減少により１７９万５千円を減額するものです。 

 ４節、その他一般会計繰入金の、地域支援事業（介護予防事業）繰入金につきましては、

事業費の減少により４３万５千円を減額、事務費繰入金につきましては、事務費の減少に

より５３万円を減額するものであります。 

 次に、６７ページの歳出について説明させていただきます。 

 第１款、総務費、第３項、介護認定審査会費、第２目、認定調査費の１２節、役務費で

は、介護認定申請に必要となる主治医意見書の件数が見込みより少なかったことから手数

料を３７万７千円減額、１３節、委託料の認定調査業務につきましても１５万３千円を減
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額するものでございます。 

 第２款、保険給付費、第１項、介護サービス等諸費、第５目、施設介護サービス給付費

につきましては、施設入所者数が当初見込みより少なかったことから９７８万円を減額す

るものであります。 

 次に、第４項、高額介護サービス等費、第１目、高額介護サービス費につきましては、

要介護者の介護サービス利用自己負担額が一定額を超えた場合に給付するものですが、支

給対象者の減によりまして、２１２万円を減額するものであります。 

 次に、６８ページの第５項、第１目、高額医療合算介護サービス費につきましては、支

給対象者等の減により４６万円を減額するものであります。 

 次に、第６項、第１目、特定入所者介護サービス費につきましては、要介護者の施設等

利用時の食費・居住費の低所得者への補足的給付ですが、利用日数の減によりまして、２

００万円を減額するものでございます。 

 次に、第３款、地域支援事業費、第１項、介護予防事業費、第２目、一次予防事業費、

１３節、委託料につきましては、運動指導等業務の回数の減等により６９万１千円の減額、

通所型介護予防業務につきましては、委託単価の増によりまして２２万５千円の増、これ

らの差し引き額４６万６千円を減額するものであります。 

 次に、６９ページの第２項、包括的支援事業・任意事業費、第１目、介護予防ケアマネ

ジメント事業費の２８節、繰出金では、一般会計繰出金として、地域包括支援センター人

件費充当分１７万４千円を追加するものでございます。 

 次に、第４款、第１項、基金積立金、第１目の介護給付費準備基金積立金につきまして

は、基金利子の確定により５千円を基金に積み立てるものであります。 

 これによりまして、資料１の財政調整基金及び特定目的基金の保有状況（見込）の表の

下から２段目の右端にありますとおり平成２６年度末基金保有見込額は３，１４２万２千

円となる見込みであります。 

 以上、平成２６年度介護保険特別会計の補正予算について、提案理由の説明をさせてい

ただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） ここで昼食のため休憩をいたしたいと思います。 

 午後１時から行いますので、ご参集をお願いいたします。休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時４５分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（橋本憲治君） それでは、定刻になりました。 

 休憩を解き、会議を継続いたします。 

 補正予算の説明に入る前に、先ほどから皆さんに訂正の４２ページの件がありますので、

副町長のほうから説明をお願いしたいと思います。 

 副町長。 

○副町長（佐藤明美君） 議案第４号の平成２６年度、先ほど説明しました訓子府町一般

会計補正予算の修正でございますけれども、４２ページになります。今ちょっと見苦しく

貼らさせていただきましたけども、改めてお詫びを申し上げます。すいませんでした。 
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 それでは、若干ですけども、この予算書とはちょっと消防の場合違うんですけれども、

資料というかたちで説明させていただきますけれども、今貼りました上の表の消防組合の

丸ついた繰越金という部分でございますけれども、これは消防組合独特の決算といいます

か、予算の仕方でございまして、これは例年、毎年出ることになりますけれども、実は丸々

うちの会計年度でいえば１年ぐらいずれているという部分ございますけども、この消防組

合の繰越金、これは前年度の平成２５年度の繰越金が、ちょうど消防の議会もうちとちょ

っと違いまして２月になるんですけども、そういう部分で予備費というかたちで繰越金の

部分出てくるときありますけれども、一応いつ災害があるかわからないという部分で、そ

の残分というのは最初から多少みてございますけれども、その確定が繰越金としての確定

が今回１４４万８千円出たということで、この部分結局使わなかったものですから、今年

２６年のうちの共通経費で負担金で納めている部分あるんですけど、その分の金が減ると

いうことで、資料というかたちで毎年載せてございますけれども、消防組合繰越金として

の１４４万８千円分を減らしていただくという部分の予算でございます。 

 なお、今回この二つの資料といいますか、二つのお金出ておりますけども、この分の総

額については変わっておりませんので、単純にこれが記載漏れということでご理解いただ

きたいというふうに思っております。 

 その下の北海道市町村振興協会の助成金につきましては、これにつきましても毎年あた

るかどうかわからないというのもあるんですけれども、今年につきましても救急救命士の

追加講習分、当初予算でみてございましたけれども、追加講習の一部の分がさらに該当に

なったという部分で、その部分がちょうどこれは北見市の消防組合全体で調整を受けてお

りますので、訓子府支署分としての負担分で３万円、追加した３万円の部分が振興協会の

助成金の対象となったという部分で、その分も落とさせていただいた。うちの負担金をそ

の分納めなくていいというかたちで３万円を減額させていただいたという資料の中身でご

ざいますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上、追加させてもらいました中身について、ご説明しましたので、重ねてよろしくお

願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第８号 平成２６年度訓子府町下水道事業特別会計補

正予算（第２号）についての提案理由の説明を求めます。議案書７０ページでございます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（遠藤琢磨君） 議案書７０ページをお開きください。 

議案第８号 平成２６年度訓子府町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、

提案説明をさせていただきます。 

 第１条で、歳入歳出それぞれ１，４４０万３千円を減額し、歳入歳出の予算総額をそれ

ぞれ２億４６８万７千円とするものであります。 

 第２条につきましては地方債の補正でありますので、後ほど７１ページの「第２表地方

債補正」で説明をさせていただきます。 

 次に、７１ページの第１表は、款項ごとにそれぞれ補正額を記載しておりますので、ご

覧いただくこととし、その内容につきましては７２ページ以降の事項別明細書により説明

させていただきます。 
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 また、「第２表 地方債補正」につきましては、事業費の確定により、農業集落排水事業

の起債借入限度額２，２５０万円を１，９５０万円に変更するものであり、補正後の起債

の方法は、補正前と同じ証書借入、利率も５％以内であります。 

 それでは、７２ページの歳入歳出予算補正の事項別明細書について、説明をさせていた

だきますが、今回の主な補正内容につきましては、農業集落排水事業の事業費確定、道道

北見置戸線下水道支障物件移設工事費確定及び事務事業の精査に伴う補正でございます。 

 はじめに、歳入から説明をさせていただきます。 

 １款、１項、１目、農業集落排水事業分担金２０万円の減額につきましては、市街地に

おいて新築等により新たに下水道へ接続する戸数が当初予算５戸から１戸になったことに

より４戸分を減額するものでございます。 

 ３款、１項、１目、国庫補助金２９５万２千円の減額は、訓子府地区農業集落排水セン

ター機器更新工事費確定に伴い、農山漁村地域整備交付金を減額するものでございます。 

 ４款、１項、１目、一般会計繰入金でありますが、今回の補正に伴いまして、一般会計

からの繰入金を３９６万３千円減額するものであります。 

 ７３ページ、６款、３項、１目、雑入４２８万８千円の減額につきましては、オホーツ

ク建設管理部で施工いたします道道北見置戸線交通安全工事に関します下水道支障物件移

設工事補償費の減額であり、若富工区につきましては、工事区間が短縮され支障物件移設

工事の一部が不施工となったことに伴いまして４４８万３千円の減額、日出工区では、マ

ンホール天端高調整で当初減耗費を検討してございましたが、減耗費が適用されず全額補

償費の対象となったことから１９万５千円増額となっています。 

 ７款、１項、１目、農業集落排水事業債につきましては、農業集落排水施設更新工事費

確定により減額となったことに伴いまして、下水道債で１５０万円、過疎債で１５０万円

のあわせて３００万円を減額するものでございます。 

 次に、７４ページの歳出について、説明させていただきます。 

 １款、２項、下水道管理費の１目、農業集落排水管理費の６２万６千円の増額でありま

すが、１１節、需用費の光熱水費につきましては、各処理施設の電気料が基本料金及び従

量料金単価の値上げに伴い不足することから１３３万４千円を増額、１５節、工事請負費

では、新たな公共桝設置箇所が１カ所だったことに伴いまして、執行残７０万８千円を減

額するものでございます。 

 ２款、１項、１目、農業集落排水事業費１，４６３万円の減額につきましては、１５節、

工事請負費で先ほど歳入の補償費でも説明したとおり道道北見置戸線交通安全工事区間短

縮に伴います若富工区下水道支障物件移設工事が一部不施工となったことから工事請負費

８３５万９千円を減額、日出工区につきましては、入札執行残３６万７千円を減額、農業

集落排水施設更新工事においては、工事価格の減額及び入札執行残をあわせ５９０万４千

円を減額するものでございます。 

 ２目、個別排水処理施設整備事業費２４万５千円の減額につきましては、１１節、需用

費におきまして下水道管理車両の車検整備時の修繕料執行残を減額するものでございます。 

 ７５ページの表は、地方債の現在高の見込みに関する調書であり、今回の補正に伴いま

して、平成２６年度中起債見込額Ｃ欄でございますが３００万円減の２，８３０万円とな

り、一番右側の欄、平成２６年度末現在高見込額も同じく３００万円減の６億８，７５７
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万５千円となります。 

 また、別紙資料３で、今回の補正予算にかかります投資的事業の内容を事業ごとに記載

しておりますので、後ほどご覧いただくこととし説明は省略させていただきます。 

 以上、平成２６年度訓子府町下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、その提

案説明をさせていただきましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第９号 平成２６年度訓子府町水道事業会計補正予算

（第４号）についての提案理由の説明を求めます。議案書７６ページです。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（遠藤琢磨君） 議案書７６ページをお開きください。 

 議案第９号 平成２６年度 訓子府町水道事業会計補正予算（第４号）について、提案

説明をさせていただきます。 

 まず、第２条で、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもので、収益的支

出では営業費用で６９０万９千円を減額、営業外費用で３７万円を減額し、歳出の総額を

１億５，４１４万２千円とするものであります。 

 次に、第３条で、予算第４条本文括弧書中の４，２８９万７千円を３，４９０万９千円

に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するもので、資本的収入では、企

業債で１，１２０万円を減額、補償金で７８１万５千円を減額、出資金で２８０万３千円

を減額し、資本的収入の総額を６，０５９万２千円とするものでございます。 

 資本的支出では、建設改良費で２，９８０万６千円を減額し、資本的支出の総額を９，

５５０万１千円とするものでございます。 

 第４条では、予算第５条に定めた企業債の事業ごとの限度額を表のとおり改め、限度額

の総額を２，６８０万円とするもので、補正後の起債の方法は、補正前と同じ証書借入、

利率も５％以内であります。 

 次に、７７ページ、第５条では、予算第７条に定めた経費の職員給与費を４万２千円増

額し、総額３，０３１万４千円とするものでございます。 

 第６条では、予算第８条中、一般会計等から補助を受ける金額を１１５万５千円減額し

２，２７７万３千円とするものでございます。 

 次の７８ページ、水道事業会計予算実施計画（説明書）でありますが、これは一般会計

の事項別明細書にあたるものでありますので、内容の説明をさせていただきます。 

 （１）収益的収入及び支出であります。 

 収益的支出の内、１款、１項、営業費用の１目、原水及び浄水費につきましては、事業

の精査に伴う執行残３０４万５千円の減額でございます。その中で賃金１０万５千円の減

額につきましては、維持管理賃金を伴う緊急的な事案がなかったことによる減額でござい

ます。備消品費７０万円の減額は各浄水場の備消耗品について節減に努めたため支出が少

なかったことにより減額するものです。燃料費４万円の減額は大谷浄水場灯油及び発電機

用軽油の消費量が予算より少なかったことにより減額するものです。手数料１４０万円の

減額は水質検査業務において入札執行残及び臨時検査の実施が少なかったことによる減額、

それから、賃借料６０万円の減額は緊急的な対応として重機借上料を計上しておりました

が、重機の使用が少なかったことによる減額でございます。材料費２０万円の減額は、浄
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水場において緊急的な資材購入が少なかったことによる減額でございます。 

 次に、２目、配水及び給水費につきましては、賃金から材料費まで、精査に伴う執行残

で３６９万６千円の減額でございます。また、各項目の減額理由につきましては、先ほど

１目の原水及び浄水費で説明をさせていただきました内容と同じで、賃金、材料費につき

ましては、緊急的な作業、資材購入がなかったことによる減額、賃借料については、緊急

的な重機借り上げがなかったことによる減額でございます。備消品費については、備消耗

品の節減に努めたことにより支出が少なかったことによる減額、修繕費１３０万円の減額

は、検満メーターの取替箇所が当初予算より少なかったことにより３０万円の減額及び施

設修繕が予定より少なかったことにより１００万円の減額、あわせまして１３０万円を減

額するものでございます。 

 ３目の総係費につきましては、総額で１６万８千円の減額でございますが、その内容に

つきましては、まず、報酬の３万６千円の減額は、上下水道事業経営審議会委員の報酬を

２６年度は下水道会計で支払うため全額を減額するものでございます。給料６万円の増額

は、給料の独自削減２％が１２月３１日をもって廃止されたことに伴いまして、給料に不

足を生じるため追加するものでございます。法定福利費につきましても、給料と同じく職

員共済組合負担金に不足が生じるため追加するものでございます。被服費の減額につきま

しては、職員の被服貸与が必要なかったことによる減額でございます。修繕費の２０万円

の減額は、水道管理車両の修繕が少なかったことによる減額、食糧費９千円の減額につき

ましては、食糧費を伴う緊急作業等がなかったことによる減額でございます。 

 次に、２項、営業外費用の１目、支払利息でありますが、一時借入を起こさなかったこ

とによりまして、一時借入金利息３７万円を減額するものでございます。 

 続きまして、７９ページをお開き願いたいと思います。 

 （２）資本的収入及び支出でございます。今年度の各工事が完了し事業費が確定したこ

とに伴います収入及び支出の補正でございます。 

 まず、収入でございますが、１款、１項、１目、建設改良等に充てるための企業債では、

起債借入額を減額するもので、駒里地区水道水供給事業で６１０万円、道道北見置戸線支

障物件移設事業で３３０万円、配水管整備事業で１８０万円の合計１，１２０万円を減額

するものでございます。 

 ３項、１目の補償金では、国、道、訓子府町からの各工事に対する補償費を工事費確定

に伴い減額するもので、北海道横断自動車道支障物件移設事業で１５４万円、道道北見置

戸線支障物件移設事業で２５３万円、道道置戸訓子府北見線支障物件移設事業で２５９万

円、末広団地東１丁目線配水管移設事業で１１５万５千円の合計７８１万５千円を減額す

るものでございます。 

 ５項、１目、出資金では、各工事に対する一般会計からの出資金を工事費確定に伴い減

額するもので、配水管整備事業で５９万４千円、道道北見置戸線支障物件移設事業で２１

１万４千円、老朽管更新事業で９万５千円の合計２８０万３千円を減額するものでござい

ます。 

 次に支出でございますが、１款、１項、１目、施設整備費では、工事費確定に伴い工事

請負費を７９０万６千円減額するもので、内容につきましては、駒里浄水場機能強化事業

で７０４万１千円減、南９線駒里送水管連絡事業で８６万５千円減額ということでござい
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ます。 

 ２目、施設改良費では、同じく工事費確定に伴いまして工事請負費を２，１９０万円減

額するもので、内容は北海道横断自動車道関連事業で５５０万８千円の減、道道北見置戸

線関連事業で１，００５万５千円減、道道置戸訓子府北見線関連事業で２５９万２千円減、

配水管更新事業で３５３万１千円減、老朽管更新事業で２１万４千円の減額でございます。 

 次に、８０ページのキャッシュ・フロー計算書につきましては、活動ごとの一会計期間

の現金の流れを見るための報告書でございますが、今回の補正に伴いまして、第３回補正

後と比べ、Ⅰの業務活動の内当年度純利益で６７８万円増額、Ⅱの投資活動では、有形固

定資産の取得による支出が２，７５９万８千円減ったことと、国庫補助金等による収入が

７８１万５千円減ったことにより差し引き１，９７８万３千円の減額、Ⅲの財務活動では、

建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入で１，１２０万円の減額、他会計からの

出資による収入で２８０万３千円減額、あわせまして１，４００万３千円が減額となり、

Ⅳの資金増加額が１，２５６万円増加となり、Ⅵの資金期末残高も同じく１，２５６万円

増の３億９，１３４万２千円となっております。 

 また、別紙資料４で、今回の補正にかかります投資的事業の内容を事業ごとに記載して

おりますので、後ほどご覧いただくこととし、内容の説明は省略させていただきます。 

 以上、平成２６年度 訓子府町水道事業会計補正予算（第４号）について、その提案説

明をさせていただきましたが、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（橋本憲治君） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

 これより一括議題の議案第４号、議案第５号、議案第６号、議案第７号、議案第８号、

議案第９号の質疑、討論、採決に入ります。 

 一括議題の質疑にあたりましては、議事進行上、会議規則第５５条ただし書きを適用し、

議長が指定した議案ごとに、１人につき２回まで質疑することを許します。 

 まず、最初に、議案第４号の質疑を許します。議案書１ページでございます。 

 ご質疑ございませんか。 

 ８番、河端芳惠君。 

○８番（河端芳惠君） ８番、河端です。何点かお伺いいたします。 

 はじめに１７ページ、公有林管理費の中の委託料、訓子府町町有林森林認証申請業務、

これは２月２７日にエスジェックで確定したということですが、これからの見込みという

んですか、来年度も同じような、このエスジェックってこれ業者の名前ですか、来年度の

関係をお聞かせください。 

 それと１８ページ、企画費の中の地方交通対策事業の中の地域間幹線系統確保維持事業

費補助金ですが、これは北見バスの赤字の３系統の路線にということですが、これは先ほ

ど説明がありましたが、これは訓子府と北見の間だけでなくて、その３系統の中で訓子府

の割合、この辺の計算というんですか、それとこれは今年度ですが、これからどのような

かたちになるのかお聞かせください。 

 ２１ページの臨時福祉給付金事業の中で臨時福祉給付金ですが、当初予算からみるとほ

ぼ半額ぐらいです。これは当初の見込みとこれだけ開いた原因というんですか、それはど

のようなことだったのでしょうか。 
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 その下の子育て世帯臨時特例給付金ですが、これはさほど差違はなかったんですが、中

には申請をして対象にならないとか、申請をされなかったとか、いろいろな原因があると

思いますが、そのあたりをお聞かせください。 

 ２６ページ、３目の農業振興費の中の経営体育成支援事業ですが、これは新規の人・農

地プランということで説明がありましたが、これの具体的な対象戸数と事業の内容はどの

ようなかたちなのか、それとこれからはどういうかたちになるのかお聞かせください。 

 ３０ページ、道路維持費の中の町道除排雪事業ですが、これ当初２，２０２万の予算で

今回補正なんですが、この事情はわかりますが、町の除雪費としては、除雪車両運行管理

費も含めた除雪費はどのぐらいなのか、町民の方も今回かなり大雪なので町の除雪費はど

のぐらいになるんですかということもよく聞かれることがありますので、それも含めて町

の除雪費はどうなのかということを伺います。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（村口鉄哉君） １７ページ、総務費、第１項、総務管理費、４目、公有

林管理費、この中の説明の４段目にあります訓子府町町有林森林認証申請業務、これのエ

スジェックの中身でありますけどもエスジェック、これは全国的な認証制度ということに

なります。ですので、オホーツクについては、おおよそかなりな割合で認証がされており

ます。管内で認証がされていないのは今のところ北見市のみということですので、本町に

おいては民有林を除くすべての山林が今回で認証を取れたということになりますので、地

域的なブランドの確立ということの一員というような位置付けになっております。この認

証制度については、山が適切に管理され優良な材料が出てくるというようなことのお墨付

きをいただいたというふうに理解していただければというふうに思います。 

 それと来年度ですけども、２６年度については、取得の費用ということで、この金額に

なりますし、２７年度以降については、ちょっと金額、今のところちょっと手持ちがない

ので申し訳ありませんけども、毎年確認の業務があるということですので、費用がかかっ

てくるというふうに理解していただければと思います。 

 次、２６ページ、６款、農林水産業費、１項、農業費、３目、農業振興費、この中の一

番下段にあります経営体育成支援事業助成金ということで１，０５１万７千円、これの内

容、それと戸数、それからこれからについてということであります。 

 今回の支出のほうの副町長のほうから説明がありましたとおりこの事業については、中

間管理機構における借入者において、経営規模の拡大を図る目的として金融機関から融資

を受けた方について、農業機械の助成をするものであります。助成については１０分の３

であります。件数は、これも副町長のほうから説明されましたとおり８件。内容でありま

すが、トラクター２台、スプレイヤー中古１台、玉ねぎ全自動移植機４条植え２台、全自

動野菜移植機１台、オニオンピッカー自走式１台、ワイドスプレッター１台ということで

台数は８台になります。 

 内容は、今の内容でありまして、来年度も基本的にある事業というふうに理解をしてい

ただければと思います。 

 それと最初のご質問の一番目の質問でありますけども、エスジェックの２７年度の定期

的な部分の審査ということで３２万４千円ということになります。 



 - 36 - 

 よろしくお願いします。 

○議長（橋本憲治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（伊田 彰君） ２点目に１８ページの２款、１項、８目、企画費の地方

交通対策事業の地域間幹線系統確保維持事業費補助金の３路線の訓子府の割合ということ

でご質問をいただきました。副町長からの説明にありましたけども、今回の補助金につい

ては、勝山線、置戸線、それと陸別線の３系統の部分の赤字額の補てんということで、説

明にもありましたけど、乗車密度が５人という基準が国にありまして、それを下回った部

分については理論上５人までのお金を地元の利用者が負担するということで、この３路線

については、各自治体、北見市、訓子府町、置戸町、陸別町で負担をしているということ

でございます。それで割合についてなんですけども、まず、均等割が全額の３０％、それ

とキロ定割が３５％、それと人口割が３５％、それで路線によって、ちょっと一律の割り

方にはなりませんので、勝山線で申しますと北見市が５２．４％、訓子府町２１．３％、

置戸町が２６．３％。置戸線、北見市５３．９％、訓子府町２２．７％、置戸町２３．４％。

陸別線、北見市４５．８％、訓子府町１５．６％、置戸町１８．３％、陸別町２０．３％

の端数ちょっとズレがあるかと思いますけども、そのような状況でございます。 

 それと２点目にあった「これからどのようなかたちになるのか」ということでございま

すけども、ちょっと国のバス会社に対する補助金の算定方法がちょっと３年ほど前から変

更がございまして、２年前の事業実績に対する補助ということでございますので、そうい

う意味からいくと補助金の部分のところでいくと２年前の数字に基づいた補助金が出ると

いうことと、先ほど申し上げた乗車密度の関係でいきますと、やはり沿線の主に通学生の

人数が減っているということもありますので、そういう意味では、今回５人割っています

んで、来年以降に急激に増えるというような状況もないということでございますので、そ

ういった意味では、今後も補助金の見合いもありますけども、状況としては、続くのかな

というふうに思っております。ちなみに昨年はゼロということで予算的にはなかったとい

うことと一昨年は百数十万円発生しているということで、ちょっと状況を見ながらという

ような状況になると思います。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡辺克人君） ただいま、２１ページ、臨時福祉給付金の給付金が半額

ぐらいになっているので当初予算との見込みの関係についてということでございますけど

も、この部分については、当初につきましては、およそ概算で１，９００人というふうに

みているところでございますけども、その根拠といたしましては、２６年１月１日現在の

人口が５，４０９人いまして、そのうち課税者２，５７５人であったということで、残り

非課税者と未申告者ということで、２，８３４人が基本的に対象になるだろうということ

と、それから子どもの分は対象になりませんので、１８歳未満につきまして７９８人を除

外しております。それからあと課税者の夫の扶養者ということで奥様の部分で引く分です

けども、ここら辺については、大目にみようといいますか、予算の確保の部分もあります

ので、少な目に控除をするということで、児童手当給付世帯の４割ぐらいの分は夫の配偶

者であろうということで１３６人を引いておりまして、その結果１，９００人と大きく数

字をとったところでございます。それで結果としては、９７７人の方の給付になっており

ますけども、この部分につきましては、福祉保健課で持っているデータ、福祉灯油のデー
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タだとか、あと国のほうから今回の事務につきまして、基礎年金のデータの部分について

もいただいておりますので、そういった部分からみますと大体いいところいっているんで

はないかと思っておりますし、実際に詳しい状況については、申請があってはじめてわか

るという部分もありますので、そういう状況でございます。 

 それから子育て世帯臨時特例給付金については、そんなには差はないんだけど、申請が

ちゃんとされているのかどうなのかという部分でございますけども、子育て世帯臨時特例

給付金につきましては、平成２６年１月分の支払い実績に基づいておりまして、当初６２

１人が対象になっておりまして、そのほかに各役所等とか、地方独立行政法人で支払って

いる部分を含めまして、それが６１人おりまして、全部で６８２人というふうにみており

ます。結果として５６１人となっておりますけども、この部分については、もう対象者も

わかりますので、その方については、すべて来られていない方については通知を行って申

請するように行っているところでございます。この差違の部分でございますけども、子育

て世帯臨時特例給付金につきましては、臨時福祉給付金事業の対象にならない子どもが対

象になりますので、基本的にその分の差分が落ちているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 建設課長。 

○建設課長（佐藤正好君） 議案書３０ページになります。除雪費用の全体の除雪費につ

いてのお尋ねをいただきました。議員からもお話ありましたように、この道路維持費の中

の除雪事業費としましては２，２０２万円という当初予算でございました。全体の除雪費

としては、このほかに車両運行管理費の中でみております除雪車両にかかる経費がござい

ます。その分当初予算では１，５４１万１千円でございます。あわせまして当初は３，７

４３万１千円ということになっております。除雪車両のほうでかかる分については、これ

からの除雪の発生状況によって場合によっては燃料が不足する事態もあり得るということ

ではございます。今回補正をいたしました道路維持費にかかる部分でございますけども、

これまでの支払いに充てる部分ですでに不足が生じていたということもございまして、こ

れについては、夏場の道路維持費の不用額をここに流用させて、充当させていただいたと

いうことで、その額が賃金、機械借上料あわせまして９９万６千円ございます。それと今

回、補正予算の提案をさせていただいております６８９万７千円、これを足しますと道路

維持費の除雪事業にかかる費用としては２，９９１万３千円、先ほどの車両運行管理費と

あわせますと４，５３２万４千円が現在の予算額ということでございます。今回のこの大

雪が毎日のように続いておりますものですから、この道路維持費の部分につきましては、

２，９９１万３千円については、ほぼ使いきっている状況と。今日も出ていますので、今

日の分を入れると大体なくなるのかなというような状況でございます。この後、補正予算

のお願いもする機会があろうかと思いますけれども、その際には、またよろしくお願いし

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 ７番、工藤弘喜君。 

○７番（工藤弘喜君） ７番、工藤です。１８ページになります。１８ページの総務管理

費の中の８目、企画費の中で高齢者ハイヤー利用サービス業務が１．３倍ほど増えている
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ということで１４万９千円増額になっておりますけれども、この実数字、当初の予算のと

きの、いわゆる見込みの人数と、１．３倍というのは当初が出ればわかるんですが、ちょ

っと数字でお知らせをしていただきたいなというふうなのが１点です。具体的な数字で、

何人増えているのかということです。 

 それから、２７ページになりますけれども、農業費なんですが、この農業基盤整備事業

の中で道営の高園地区の農地整備事業、担い手支援の関係の負担金の関係でありますけれ

ども、これは額が非常に大きくマイナスになっておりますけれども、これについて、後ろ

のほうに説明もありますが、こういう減になる、業務が確定したということだと思うんで

すが、減の理由といいますか、これをもう少し詳しく説明があればお願いをしたいという

ふうに思います。それとあわせて、これも３０年まででしたかこの事業、今後の見通しも

含めてどういうふうになっていくのか、考えられるのか、その辺のことも含めてお聞きし

たいと思います。 

 また戻ってしまいます。２０ページになりますけれども、２０ページの民生費の中の第

１項、社会福祉費ですが、この中の配食サービス事業で２３万８千円減額になった決算に

なってきていますけれども、この減になった理由は主に、７００何食かに減っているとい

うことなんですが、考えられる理由というものがわかっておられるのであればちょっとお

聞きしたいということが１点と、もう一つ、その下のほうに、最後のほうにあります地域

生活支援事業の中の委託料ですが、移動支援事業と日中一時支援事業、これも同じように

減になっていますが、これ利用が減っているということだと思うんですが、主な理由をち

ょっとお聞きしたいなと思います。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（伊田 彰君） 議案書１８ページの企画費の地方交通対策事業、高齢者

ハイヤー利用サービス業務の前年度の比較の部分でございますけども、まず、１月の登録

者数でございますけども、３３８人でございます。前年度同期で２８５人でございますか

ら、プラス５３人増ということです。それと前年との延べの利用人数でございますけども、

現状でいきますと１，８８４回、前年度が１，７０１回ということでございます。先ほど

副町長が申し上げた１．３倍の部分でございますけども、距離によって変わりますので、

そういう意味では、ちょっと金額的に実績で３０％アップということでございますけども、

当初予算は一定程度実績に５％ぐらい乗せていますので、そういう意味では、徐々にであ

りますけども浸透をしてきているのかなというふうに考えています。 

○議長（橋本憲治君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（村口鉄哉君） ２７ページ、６款、農林水産業費、第１項、農業費、５

目、農業基盤整備事業費ということで、これの中段にあります道営訓子府高園地区農地整

備事業の減額が多いと。この内容というようなご質問がありました。予算の組み立てとし

て、いろいろ実はこれは単年度の数字で出ておりますけども、組み方としては、例えば２

５年度、２６年度ではなく、２５年度の繰越予算が２６年度にきているという部分の予算

もある。それから、２６年度の当初予算もあるというようなかたちで、それぞれ国の予算

が繰り越し、それから補正、それから２６年の当初というようなかたちで３種目で予算の

配分がきております。そういったかたちで事業の実施する年度としまして、２６年度につ
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いては、総体の事業は少なかったということであります。また、このような予算の流れに

なっていますので、２７年度のほうに事業費が増えていくというような流れになるという

ことであります。それと今後の基盤整備の見通しでありますけども、今回の２７年度の国

の予算でありますけども、かなり農業基盤の配分については厳しいというようなお話をい

ただいております。今のところまだ国の２７年度当初予算決まっておりませんけども、道

の要望額より今のところ大体５割から６割というようなお話をいただいているところであ

ります。ですので、２７年度については、今後ご審議いただくことでありますけども、実

際は予算を計上させていただいていますけども、細かい分で確認はちょっとしていないで

すけども、予算の計上額よりは実際は今のところ５割か６割かなと。ただ期待していただ

きたいということも、この前の部分でお話がありました。これ中部の所長が２７年度の予

算について説明ありました。あるかどうかはわかりませんけども、あるとすればその分で

農業基盤の事業についても増額を考えているというようなお話をいただいたところです。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡辺克人君） ２０ページの配食サービスの利用回数が減っているその

原因は何かということでございますけども、２３万８千円の減額の部分ですけども、当初

１，０２２食が７２４食になったということで、当初の人数、対象者の方７人でみており

ましたけども、結果としまして５人ということで２人減ということで対象者がなっており

ます。その原因につきましては、ちょっと把握はしておりませんけども、配食を取りやめ

られたというようなことが原因かというふうに考えております。ということで、その分の

配食数が減って２３万８千円の減額ということでございます。 

 それと続きまして、同じページのその下の移動支援事業と日中一時支援事業の減額の理

由でございますけども、移動支援事業につきましては、買物等、図書館とかいろんな部分

等の移動に対する事業でございますけども、当初２１人で予算をみておりましたけども、

実際には７人ほど多くみていたということで、対象者１４人だけれども７人多くみていた

ということでございまして、結果として、９人の方しか使われていないという部分で、そ

の分の減が大きな状況になっております。それとあと日中一時支援事業ということで、と

むての森のほうに通う事業でございまして、児童の方が行くんですけども、当初９人の予

定でみておりましたけども、実際に利用されている方は３人ということでございます。そ

の主な要因というのは、ちょっとはっきりわかりませんけども、訓子府町児童センターに

行かれている部分が多いのかなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 ５番、上原豊茂君。 

○５番（上原豊茂君） まず最初に、歳入のほうなんですけれども、町民税の関係で課税

分の減額が出ております。説明の中で「農業所得の減による」と要因説明がありました。

この件についてでありますけれども、どのような状況、単純に総額でいっても、なかなか

ここには結びつかないのかもしれませんけども、どの程度の所得税の減額につながってい

るのか、また、その減額になった、もし大きく変化がある数字等が戸数等がわかれば、そ

の辺もお示しをいただきたいと思います。 
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 それとその下の固定資産税の関係でありますけれども、償却資産の増ということであり

ます。この内容についても、もしわかればご説明をいただきたいと思います。 

 それと今、説明がありました２０ページの地域生活支援事業の関係でありますけれども、

さまざまな状況があろうかと思いますけれども、移動支援事業の関係で、際限なく支援す

るということにはなかなかならないのかと思いますけれども、この状況の中で２９０回が

２４０回というような説明だったと思うんですけれども、実際支援を受けている側の状況

としては、どのような受け止め方といいますか、今の現状で満足されているのか、まだま

ださまざまな課題を抱えているのか、その辺について、もしわかれば説明をいただきたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 町民課長。 

○町民課長（八鍬光邦君） １点目に６ページの町税の関係でご質問いただきました。今

回、１，０５３万６千円を現年課税分で減額をさせていただいておりますけども、今回１

月末の調定額に前年度の徴収実績の９９．１％を掛けて見込んだ金額を算定しております

けども、先ほど戸数も何かわかるのかということでしたけども、ちょっと戸数については

１件、１件拾っていないものですからちょっと中身見えないんですけども、農業所得の減

によるんだということですけども、平成２６年度の予算に関わります農業所得の分につき

ましては、平成２５年産の概算金と２４年産の精算金の部分が２６年度の予算に反映され

てくるのかなと思っておりますけども、２５年産の馬鈴しょとか玉ねぎがこの町民税には

すごく大きなウエイトを占めておりますけども、概算金につきましては、前年並みであっ

たのかと思っておりますが、２４年の分の本精算が前年度の生産額を大きく下回ったとい

うふうに資料をいただいております。ちなみに私が手持ちで持っている資料でいきますと

玉ねぎにつきましては総体ですけども、対前年度の予算のときと比べますと、玉ねぎの精

算額といいますか、精算金でいきますと３億５，５００万円程度の減、それから馬鈴しょ

につきましても１億９，４００万円程度の減ということでございまして、その分が戸数は

わかりませんけども町民税に大きく影響しているのかなと思っております。 

 それから、２点目の固定資産税の償却資産の関係でございます。 

 土地ですとか家屋の分につきましては、ほとんど似たような当初の補正前と同じような

見込みでございましたけども、償却資産につきましては、ほかの要因もありますけどもざ

っとみますと５億６千万円ぐらいの課税標準額になります。それの１．４％になりますか

ら七百数十万円とかということになるかと思いますけども、この部分につきましては、ち

ょっと詳細の中身はみえておりませんけども、酪農家に対する機械のリース等がすごく大

きい部分がありまして、それは企業からの申告になりますけども、その部分がすごく大き

いのかなというふうに見ております。それからあとは昨年といいますか、２６年度分に関

わります分でいきますと農業者の農業機械の入れ替えという部分が申告増の要因かなとい

うふうにとらえております。 

 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡辺克人君） ２０ページの地域生活支援事業の移動支援事業の関係で、

現状に満足しているか、考えがあるかということのご質問かと思いますけども、予算上今
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年につきましては、２９０回が２４６回ということで減ってはございますけども、今年、

第４期の障がい福祉計画を立てまして、その中でいろいろ中身の精査もさせていただいて

いるところでございます。アンケート調査もしているところでございますけれども、その

中ではサービスについては、とりあえずは問題ないといいますか、サービスがあたらなく

て困っているという状況はなかったというふうに記憶しております。またアンケートのな

かでも移動のための部分につきましては、今後も続けて移動手段がとれるようにしてほし

いというアンケートがございましたので、現状については、特段、支障はないというふう

に押さえているところでございますので、ご理解を願いたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 ３番、西山由美子君。 

○３番（西山由美子君） ３番、西山です。１２ページの財産貸付収入の町有住宅貸付料、

これ実習生の貸付料ということですけども、２６年度、実習生が全くいなかったんでしょ

うか、何人がいたのか、その辺詳しく教えてください。 

 それから２０ページ、国民健康保険特別会計繰出金の中で、説明の中で今年の出生数が

少ないということですが、現時点で何人ぐらいなのか教えてください。 

 北見市子ども総合支援センターきらり通園療育指導訓練、これも減額になっていて、３

６人の予定が３０人だったということと回数が少ないんですが、これは予算を立てるとき

はどういった状況で立てているのか、申請とかそういうことなのか、見込みで少し多めに

立てているのか、その辺教えてください。 

 それから先ほど河端議員のほうから質問ありました２１ページの臨時福祉給付金と子育

て世帯臨時特例給付金事業なんですが、これは私も１年間すごく気になっていたんですが、

ほかの市町村で広報ですね、追加広報といいますか、例えば給付の期限を延期したり、そ

れから呼びかけを途中、途中で行っているんですが、訓子府町の場合は、最初に広報で周

知したけれども、その後の何て言うんでしょうか、呼びかけとか、それなかったんですけ

れども、その辺の、数が少なかったということ、実際の実数が少なかったということと関

係はどうなんでしょうか、その辺教えてください。 

 それから、２３ページの児童手当支給事業で、これも減額ですが、児童手当、減額の理

由ですね、人数で予算とかなり違ったということなんでしょうか、ちょっと教えてくださ

い。 

 ２４ページ、これも先ほどの出生数とかかわるのか、妊婦健診、これも受診者数、現在

の妊娠なさっている方の人数ですね、教えてください。 

 ２５ページの健康診査ですが、２６年度の健康診査の受診率といいますか、それがわか

っていれば教えてください。 

 それから、２９ページで、先ほど有害鳥獣駆除事業のところでオホーツク管内全体にシ

カが少ないというお話でしたが自然減少なんでしょうか、もしわかる理由がありましたら

教えてください。 

 それと商工費の中の店舗改修の内訳、件数と内訳を教えていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 建設課長。 

○建設課長（佐藤正好君） 議案書１２ページになります。財産貸付収入の中にあります
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町有住宅の貸付料の１１０万５千円と大きな減となってございます。副町長の説明の中で、

その主なものとして申し上げたのが農業実習生の減ということでございます。農業実習生

の住宅につきましては３戸ございまして、そのうち１戸については、特殊事情ということ

でメゾン銀河が空くまでの間、通年でずっと入っている方がいらっしゃいました。その他

に昨年は一応部屋数としては埋まっていて、この予算の組み方なんですけども、基本的に

平成２５年１１月時点の調定額をベースにしていると。それで予算計上しているものです

から、そして今年に入ってからたまたま通年入っていた方が退去されて、それっきり埋ま

っていない空いている状況だと。そして農業実習生につきましてもお一人だけが入居され

たということで、期間の関係も短くて、それでここで大幅な減少をしてございます。あと

町有住宅につきましては、同じように教員住宅を、これはどちらかというと政策空家的な

ものを緊急避難的に貸し付けているという部分もございまして、そういったものが通年入

っていた方が退去されたり、あるいは学校の先生で退去されたりというのがございます。

その他に消防の横に２６年度に解体しました住宅の１戸について、そこも通年ずっと入っ

ていたんですけども、今年は解体しましたからゼロだということで、そうした異動全部含

めての金額が１１０万５千円の減ということですので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡辺克人君） ２０ページの国民健康保険特別会計繰出金の減額の中の

子どもの出生数につきましては、現在９名を見込んでいまして、さらに１名いるだろうと

いうことで、全部で１０名の人数をみております。 

 続きまして、同じページの北見市子ども総合支援センターきらり通園療育指導訓練の３

６名から３０名になっているということで、予算のときの見込みがどうかということでご

ざいますけども、予算のときは、現実に今通っていまして、その子が退園したりうんぬん

という部分もありますので、その人数にプラス２、３名を入れて予算を組んでおります。

結果としてなったのが３０名ということでございます。若干人数を増やして計上してござ

います。 

 続きまして、２１ページの臨時福祉給付金につきましては、人数が減っているというこ

とで、他の町では、いろいろ追加したりしているが、うちの町はどうかということでござ

いますけど、本町につきましては、町広報紙に５月、７月、それと９月です。８月には折

り込みチラシで広報をしております。７月には全戸にダイレクト通知をすべてにさせてい

ただいております。その後さらに周知するということで、８月には町内会にお願いして町

内会の回覧ですべて回していただいておりますし、あと実践会地区については、集会等で

いろいろ話をしてほしいということで資料をお渡ししてお願いしているところでございま

す。また９月には、過去の福祉灯油の実績とか、日本年金機構等のいただいた年金資料等

に基づいて本人にダイレクト通知をまた再度、あたりそうな人、可能性のある人を含めて

ダイレクト通知を出させていただいております。また９月末には、それでもあたると思わ

れる方、福祉灯油等があたっているのに来ていないという方には直接電話をして、来るよ

うにお願いしているところでございます。また施設、はるる、静寿園につきましては、施

設に出向いて事務の担当者の方にご家族に申請するようにお願いに回っているところでご

ざいます。そういった中で、かなりの量がカバーできているというふうに思っております

ので、ご理解を賜りたいと思います。 
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 続きまして、２３ページの児童手当の減の理由ということでございますけども、当初７，

３３２人ということでみていましたけども、これが７，１２６人ということでございます

ので、月平均にいたしますと当初は平均が６１１人が５９３人ということでございますの

で、おおよそ実態に近い数字といいますか、当初の見込みどおりでございますので、結果

として落ちたということだというふうに認識しております。 

 それから、続きまして、２４ページの妊婦健康診査の人数でございますけども、当初予

算では４４名の方をみておりましたけども、実際、実績見込みですと３７名の方が対象と

なってございます。 

 ２５ページ、健康診査受診率ですね。平成２６年度の現時点でございますけども、平成

２６年の末でございますけども、受診された方は対象者１，５７０名の方のうち５９１名

となっておりまして、現時点では３７．６％の受診率になっております。これについては、

まだ国に対して法定報告数とか、いろいろ対象が本当に１年間いたかどうかという部分あ

りますので、この数字は今後変わる可能性はありますので、ご承知願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（村口鉄哉君） ２９ページ、先に申し訳ありません。商工費のほうの店

舗改修事業の補助金の関係を先に説明させていただきます。件数と内容ということで、こ

れも副町長のほうから説明がありましたとおり８件、内容であります。まず、照明のＬＥ

Ｄ化、それから冷暖房の機械の取り替え、それから一部壁等の改修が割合的にはほとんど

であります。金額のことでありますけども、総事業費７５８万９千円、今回の交付金３５

２万７千円、予算が４００万円でありますので４７万３千円が減額ということであります。

１２月の定例会でご説明させていただいた、多分そのときに見込みとして全部使われるん

じゃないでしょうかというような回答をさせていただきました。実はもう１件要請があり

ましたけども、時期的に施工業者、それと施行時期がちょうど異動時期というんですか、

３月末とか４月とかに頻繁にお客さんが来られるということで、ちょっとその時期をずら

したいということで、２６年度については工事はしなく、２７年度で実施したいというよ

うなお話をいただいていますので、それで今回４７万３千円が減になったということであ

ります。 

 それと２９ページの林業費のほうの有害鳥獣駆除のほうのエゾシカの状況が少ないとい

うような副町長の説明ありました。全道的な部分でちょっと今数字はおさえていないんで

すけども、どちらかといえば現状維持なのかなと。本町においては２４年にかなりの頭数

とりましたし、昨年２５年は４０か５０ぐらいでなかったかなと。今回は１００というよ

うなかたちになっております。影響があるのは、やはり２４年にかなりの頭数をとったと

いうことで、かなりシカ自体が警戒しているということですので、ハンターの方が近くに

行くとすぐ気配を感じて中に入ってしまうというような状況で２５年はとれなかったと。

２６年についてはまた少しずつ頭数が増えてくるのかなということであります。あと町内

のエゾシカの毎年１回、町内をライトセンサスというようなかたちで、夜でありますけど

も調査をさせていただいております。この状況からいいますと５カ年で説明しますと２２

年が６９頭、それから２３年が１８９頭、２４年が２０９頭、２５年が３７頭、２６年が

４６頭ということであります。これは町内を夜間にまわってポイントが５カ所あります。
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これを継続的に調査をして生息数を把握しているというのが現状でありますので、今説明

しましたとおり２３年、２４年が２００弱、２００頭ちょっとというようなかたちに数字

が出ておりますので、私たちが調査している中では現在数字が減っているというような状

況であります。 

○議長（橋本憲治君） まだ質問があるみたいなので、ここで一時休憩をしたいと思いま

す。午後２時３０分まで休憩をしたいと思います。 

 

休憩 午後 ２時２１分 

再開 午後 ２時３０分 

 

○議長（橋本憲治君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 先ほど西山議員の質疑に対しまして、農林商工課長から訂正がありますので、発言を許

します。その後も福祉保健課長からの訂正もございますので、続けてお願いをしたいと思

います。 

 農林商工課長。 

○農林商工課長（村口鉄哉君） 西山議員からご質問のありました２９ページのエゾシカ

の生息数でありますけども、全道的な部分で現状維持ではないかというような回答をさせ

ていただきましたけども、道のほうの資料が手元に届きましたので、推定生息数というこ

とで、道のほうでやられている資料というものであります。全道的には、東部地域、西部

地域、南部地域ということで、三つの地域にわかれまして、南部地域については、調査が

されていないということで、資料では、東部地域と西部地域ということで、捕獲実績をも

とにした生息数ということで、２５年度でありますけども、東部地域が２１万頭、それか

ら西部地域が３５万頭ということで、東部、西部あわせて５６万頭、これは２５年度であ

ります。２４年度については、その両方をあわせた頭数が５９万頭ということで、２５年

と２４年を比較しますと３万頭の減ということの生息数ということで、道のほうで出して

いるという数字であります。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡辺克人君） 先ほど西山議員からご質問ありました健康診査事業の人

数の関係でございますけども、先ほど私、特定健診の人数をお知らせしてしまいまして、

２５ページの健康診査事業の部分につきましては、後期高齢者健康診査と町民健康診査が

ありまして、後期高齢者健康診査につきましては、当初１００人の予算でございましたけ

れども、６０人ということの見込みでございます。 

 それと町民健康診査につきましては、当初６１人でございましたけども４０人の見込み

ということでございますので、訂正させていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 １０番、余湖龍三君。 

○１０番（余湖龍三君） １０番、余湖です。何点かお願いします。 

 まず、８ページの民生使用料、温泉保養センターの使用料について、６８万６千円の減
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ということですけども、これについても使用料ですから、入場者の数の関係かと思うんで

すけども、人数的にどれぐらい減っているのか、この主な原因とか考えられるんでしたら

お知らせ願いたいと思います。 

 続きまして、２０ページ、配食サービス事業については、何名かの方の質問ありました

けども、先ほどの説明の中で７人から５人になったということでの数量の減ということで

すけども、この７人から５人、この人数について、利用する人の対象者の、減ったから増

やすという訳じゃないんですけども、対象者というのは、これ以外にいなくて希望する人

がいないんでしょうか現実的に、そこら辺の事情について、お願いいたします。 

 それから、これはちょっとわかると思うんで教えてください。２８ページ、農業交流セ

ンターの需用費の電気料の上昇で３８万６千円が増額補正になっているんですけども、こ

の３８万６千円というのは、あの交流センター全体の、すべての電気料の増えた分が３８

万６千円ということなんでしょうか。あれは一括で町で払っているということで理解して

いいのかなということでよろしくお願いします。 

 もう一つ、３２ページ、公園費につきましては、大幅な減ということで、これは公園の

インターロッキングの見送りとか、中央公園のトイレの屋根の葺き替えをしなかったとい

うことなのか、ここら辺、この二つの事業について、見送り並びにしなかったということ

の理由についてお尋ねしますのでお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（村口鉄哉君） ８ページ、２目、民生使用料、説明にあります温泉保養

センター使用料ということで６８万６千円の件、この内容を説明させていただきます。当

初予算が１，１０７万円、それから現在のところの見込みとしまして１，０３８万４千円

ということで６８万６千円の減であります。この６８万円の内容でありますけども、２５

年度の実績が１，０７２万９千円であります。ですので２５年の実績と２６年の実績見込

みとしましては約３４万円ほどの減ということであります。人数の関係でありますけども、

現在のところ１月末の状況でありますけども、２６年度の全体の利用者が３万３，１３０

人、それから２５年度の同期の人数が３万３，５２４人ということで、延べ３９４人ほど

減になっております。金額的な部分で減になっている。ただ人数は、そんなに減っていな

いというような状況であります。この原因というのは、利用されている方が年齢がかなり

高くなってきているということでありますし、高齢になってどういう部分で使用料が下が

るのかというような原因でありますけども、寿利用券を町内の方については、発行させて

いただいております。ですので半額の使用料になりますので年齢的に６５歳になられる方

が割合的に増えてきているということで使用料が減額になっているというのが実態なのか

なと。数年前、昨年もそうですけども、原因としまして、町外からの入浴客とかというこ

とでガソリンの高騰等いろいろな理由がありましたけども、現時点では、ガソリンの高騰

はございません。どちらかと言えば、今説明しましたとおり利用者が年齢がだんだん上が

ってきているということで利用客も少しずつ減ってきておりますし、高齢になられている

ので寿券の利用の方が割合が増えてきているというような状況であります。 

 それと２８ページの農業交流センター電気料の関係であります。ご質問のとおりこの施

設については全額を町のほうで支払いをさせていただいて、利用されております商工会の
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ほうから利用料を検査しまして、その電気料をいただいているということでありますので、

総額は町から払って商工会が利用されている分については計算をして後からいただいてい

るというような状況になります。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡辺克人君） ２０ページの配食サービスの関係でございますけども、

対象者についてはどのような方かということでございますけども、障害者等福祉事業で行

われている委託料の配食サービス事業につきましては、障がいをお持ちの方を対象とした

配食でございまして、その他に高齢者を対象にしました高齢者在宅サービスというほうで

高齢者の方２５人分を見込んでございます。 

 以上でございます。 

○議長（橋本憲治君） 建設課長。 

○建設課長（佐藤正好君） 議案書３２ページになります。公園費のこれは一番目はレク

リエーション公園維持管理事業の中に出てきます修繕料と、それとあわせて関連する原材

料費の中の修繕原材料、このことについて、まずお答えをしたいと思います。レクリエー

ション公園につきましては、インターロッキングブロックの修繕を実施するということで

当初予算に計上させていただいております。公園の閉園後にこの事業をやるということで、

まず原材料でありますインターロッキングの発注をしようということで準備を進めました

ところ、あそこに設置しているインターロッキングにつきましては、タイル製のもので特

殊品なんですね、在庫があるというものではなくて、受注製造みたいな状況になるもので

すから、金額的にも予定していたこの額では無理であるということで、それに伴いまして

修繕料も使わなかったということであります。これにつきましては、今あるものを使わざ

るを得ないということで、新年度に予定しておりますバーベキューハウス周辺整備の中で

ミニショベルだとか、そういった重機も入りますので、そういったものを活用して補修し

ようということで今回は減額補正をさせていただいたものであります。 

 それと各公園等維持管理事業の中の修繕料でございます。これにつきましては、確か９

月の議会で中央公園のトイレの屋根の修繕をするということで２３０万円ほど補正をさせ

ていただいたものであります。当初あの屋根につきましては、羽アリにくわれてもうボコ

ボコな状態だということで、一応予算的には全面の工事費で予算を計上させていただきま

した。実際にめくって様子をみますと西側半分の屋根については、アリの被害にあってな

いということで施工面積を東側の痛んだ屋根だけに特定したということで減額になってい

るものであります。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 １０番、余湖龍三君。 

○１０番（余湖龍三君） すいませんちょっと確認です。２０ページの配食サービスです

けども、障がい者と高齢者がいて、今３０人に対象にしてやっているという説明ですよね。

そういうことですかという質問と、もう一つ先ほどの質問の中で減ったら増やすというか、

そういう意味の対象というか、増やすような道はないのかなということもお聞きしたんで

すけども、そのことについてお願いします。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 
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○福祉保健課長（渡辺克人君） ただいま、配食サービスの関係でございますけども、こ

の配食サービスにつきましては、ＮＰＯ法人きらきら本舗のほうに配食を委託していまし

て、そちらのほうで作って配食、月、水、金ですね、週に３回配っていただいているもの

ですけども、予算上ですね高齢者の部分と障がい者の部分というふうに予算上科目を分け

て組んでおりまして、障がい者の方の部分については、今回の補正で７人分を５人に減額

させていただいているということの部分と、高齢者の部分については、当初予算のとおり

の２５人分ですか、の部分でとりあえず見込みではいけるんではないかということで、今

回の補正には載っていないんですけども、そういう状況でございまして、トータルでいい

ますと委託総件数はそれぞれ７件と２５件ありますので３２件ということで予算組んでい

ましたけれども、今のところ障がい者の方のほうでは５件、それと高齢者のほうが２５件

なので２７件というようなことになっておりますので、ご理解お願いしたいと思います。 

 それと新規、新しくという部分でございますけど、この配食サービスにつきましては、

基本的に高齢者でいいますと単独世帯、単身者世帯を対象にしておりまして、いろいろな

ことで作るのが大変、自分で作るのが大変だということでございますので、そちらのほう

の主に包括支援センターの部分でいろいろ高齢者宅をまわって、いろいろな話を聞いた中

で配食を希望するということであれば、配食につなげていくということでございます。そ

ういうような対応をさせていただいています。 

 また、障がい者の部分については、障がい者の方等と窓口等でもお会いしますけども、

難しいということであれば配食サービスを勧めていたり、そういうような対応をですね、

声かけをして、できるだけ希望者にはあたるようにしているところでございますので、ご

理解を願いたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 ２番、佐藤静基君。 

○２番（佐藤静基君） ２番、佐藤です。８ページをお願いいたします。民生使用料の中

で先ほどから何点か質問ありましたけども、関連してお願いしたいんですが、温泉保養セ

ンターの使用料が６８万６千円ほど減額になる。中身については説明をいただきましたの

で理解いたしましたけれども、関連して先に直売所の斡旋をされましたね。何を売ってい

るかちょっと私がのぞいたときには野菜が置いてありましたけれども、この直売所のあれ

によって集客効果というのはどのように評価されているのか、その利用状況などについて、

ちょっと伺いたいと思います。 

 ２３ページをお願いいたします。児童福祉総務費の中で、先ほどの説明で乳幼児の医療

費助成事業ということで１１７万９千円ほど減額になっておりますけど、その入院の数字

と通院の数字はわかりました。これは人数的にはどのような内容になっているのか伺いた

いと思います。 

 それから、２６ページをお願いいたします。農業振興費の中で中ほどにあります鹿電気

牧柵設置事業補助金で１３７万ほど減額になっておりますけれども、説明では２６年度で

この事業は終了したというふうに私は聞いたんですけども、その場合、当初計画していた

だけの事業がすべて終わったのか、これで打ち切りになったのか、計画に対してこの事業

が達成されたのかということをちょっと伺いたいと思います。 

 それから、２９ページですけど上段にあります先ほどから何名かの議員が質問しており
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ますが、関連して伺いますが有害鳥獣の駆除事業で大変細かく説明されたんですけれども、

過去５年をみても減ったり増えたりして実際はポイントの調査なので、シカが逃げ足が速

くて数えができなかったのかどうか、そういうこともちょっと疑念なんですが、このこと

によって、去年の被害頭数が予想より半分だったということ、頭数が半分であったという

ことですけれども、農作物の被害というのは、こういう比率でいきますと半分ということ

で解釈していいのか、また他の数字があるのか、とらえている数字を伺いたいと思います。 

 続きまして、３０ページをちょっとお願いしたいんですが、これも先ほどから出ており

ます町道の除排雪の事業で６８９万７千円ほど増額補正されておりますけれども、これは

要するに説明では今後の予想はできないということですけれども、現時点では春の排雪ま

でを含めての費用を見積もっているのかというのが１点と、通常ですね、報道によります

と１４回だか出動したということがちょっと私の記憶の中にはあるんですが、１３回とか

１４回ってあるんですが、１回出動すると経費としてどれぐらいかかるというふうに理解

すればいいんでしょうか。その数字をちょっと教えてほしいと思います。 

 最後にもう１点お願いします。４１ページお願いします。消防費の中の非常備消防費の

中で一番上段にございます消防団員活動費として９４万５千円ほどありますけれども、こ

れは新団員の数が９名ほどあったと。主な要因はそういうことだというふうに伺ったんで

すけれども、この９名の入団で主として何に９４万５千円がかかったということで解釈す

ればいいのか、そのことも伺いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（村口鉄哉君） ８ページの民生使用料の温泉保養センター使用料の中で

の現在、保養センターにあります直売所を設置したことによる集客効果というようなご質

問というふうに、集客効果というかたちで目に見える数字の部分で出てくる部分ではない

というふうには感じている部分ではあります。ただ、利用されている方が年齢が高齢化さ

れているということで車で来られたり、それから歩いて来られたり、自転車で来られたり、

おられると思いますので、その中で直売所があれば買い物に行くにも一部の部分ではあり

ますけども、そこで買っていただければ多少でありますけれども、利便性が高いのかなと

いうふうに思っております。 

 それから、２６ページの農林水産業費の１項、農業費の３目、農業振興費ということで、

鹿電気牧柵設置事業補助金ということで１３７万８千円減になっております。まず、この

内訳を説明させていただきます。当初予算は４００万円、そのうち鹿柵維持管理組合２５

０万円、それと電牧柵にかかわります補助申請が３分の１ということで１５０万円という

ことで、当初予算では維持管理組合に対する補助が２５０万円でシカの電牧柵については

１５０万円ということになります。今回の内訳としまして、維持管理組合については、実

績としまして１９４万１，８４０円が実績であります。ですので残としましては５５万８，

１６０円、もう一つのほうの電気牧柵のほうでありますけども、実績１１件６８万円とい

うことで残については８２万円であります。５５万８，１６０円と８２万円を足して１３

７万８千円の減になっております。ご質問のありました電気牧柵の補助の目的であります、

これは当初から３カ年による事業ということでご説明をさせていただきましたし、今回の

この補助制度については、２回目の補助制度でありますので、２６年度に打ち切るという
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ことで事業の説明当初からさせていただいております。ということで町の助成としては２

６年度で打ち切りということで考えておりますけども、現在、２６年度から実施しており

ます多面的機能支払交付金事業について、今回の電気牧柵事業が対象になっておりますの

で１００％の補助ということでありますので、利用される方がいるんであれば、そちらの

ほうの補助を利用して実施をお願いしたいというような説明をしている状況であります。 

 あと２９ページ、有害鳥獣の関連で農作物の被害の状況であります。エゾシカの被害の

推移ということで２６年度は調査しておりませんけども、２３年が被害総額４，５４３万

９千円、２４年度３，２９３万円、２５年度２，５０６万９千円ということで被害はどん

どん減ってきているという状況であります。シカの駆除の関係で最初に説明させていただ

いたとおり２年前については、かなりの頭数をとったということで、次の年は少なかった

ということでありますけども、実際駆除の回数については増えておりますし、増やしてお

りますし、それから駆除のやり方についても２５年度から道有林に関係する駆除について、

春先に除雪をしていただいて駆除を実施しましたけども、実際道有林には、すでに４回ほ

どやっているんですけども、シカをみていないというような状況でありますので、そうい

う部分でシカが減ってきているというふうにとらえております。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 引き続き、農林商工課長。 

○農林商工課長（村口鉄哉君） 鹿柵の設置状況でありますけども、既に来年度に設置し

てほしいというような方は実際数件寄せられております。すべて電気牧柵が設置されたか

ということでありますけれども、実際上はされていないというのが実態かなということで、

前段で説明しましたとおり多面的機能支払交付金の事業によります補助金を利用して電気

牧柵を利用していただきたいというような考え方であります。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡辺克人君） ２３ページの乳幼児等医療費助成事業の対象者の人数は

ということのご質問かと思いますけども、今年の２７年２月末の対象の乳幼児等の対象世

帯につきましては２６４世帯の４５８人となっていまして、４５８人中未就学児童が２４

７人、小学生が２１１人となっております。その実際の人数でございますけども、件数と

金額でしか今おさえてございませんで、件数的に４，８１９件ということで、１月末現在

がですね、８７９万８，９３４円、それに見込み２９４万６千円を足して補正後が１，１

７４万５千円というようなことになっておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） 建設課長。 

○建設課長（佐藤正好君） 議案書３０ページの除排雪事業に関連しまして、この予算の

今回計上した予算については春の排雪までを含めての予算かということなんですけども、

実はこの予算につきましては、２月の中旬に予算見積もりを作成してございます。その時

点では、過去一番多い時ということで２５年度だとか、あるいは平成２０年がちょっと多

かったんですけれども、町内全域の出動というのが１０回あったものですから、その時点

でもう既に２月中旬で１０回出ていたものですから、あと４回分だけは、これまでの経過

を踏まえたら２月中旬から３月いっぱいで４回程度はあるんでなかろうかということで、

それと排雪も１回分ということで計上させていただきました。ご説明のとおり２月が中旬

以降ですと２回、１６日、２８日、３月には既に２回出ていますので、ほぼ先ほども河端
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議員の質問でお答えしましたけれども、補正で提案した部分も含めると、もう既に使い切

る状態だと。今後、当然除雪もさることながら、市街地区の、特に市街地区の排雪関係、

あるいは雪の堆積場の関係ですとか、そういったものが出てきます。特に今年の特徴とし

ては、高台地帯の風が非常に強いということもございますので、除雪してからも数日間に

わたって除雪に入らなければいけないということがありますから、非常に予算としては、

今後大きくまた補正をさせていただかなければ対応できない状況だということでご理解を

賜りたいと思います。 

 それと１回の出動の経費はということでございます。委託路線にかかる業者さんの重機

の借上料につきましては、大体１回出れば標準的なものでは五、六十万円というふうにご

理解いただければと思います。そしてあとほかに燃料費ですとか、あるいはオペレーター

というか、技能員さんたちの賃金がそこに加わってきます。これは雪の量ですとか、風の

状況ですとかにもよっていろいろ変わりますけれども、全部含めるとおおむね１００万円

だというふうにご理解をいただきたい。ただ業者さんの借り上げは１日で終わっても、先

ほど言いましたように、その次の日の吹き溜まり箇所の除雪だとか、そういったものは全

部直営でやりますから、そういったものは別にまたどんどんかかってくるということであ

ります。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） ４１ページの消防費の内訳のうちの消防団費の消防団員活動

費の追加補正の関係でございますけども、副町長からの説明にありました９名の新たに入

団された方などが影響してということでお話しておりますけども、これにつきましては、

定例で訓練をやっております。それらの出動費、それから研修会、行事、それから演習等

への参加人数に跳ね返ってくるというようなことで出動経費が増額となるということでご

ざいます。 

 その他、昨年の４月に発生しました火災、これが長時間に及んだということで、９時間

以上の出動があったというようなことです。その方たちが３０人ほどおりました。それら

の火災出動分で３８万３千円の支出増となったということ。 

 それから、先ほど申し上げました定例の訓練の出動数、年間延べ８５１人みておりまし

たけども約９５０人ぐらい見込まれるということで３４万１千円ほど増額となる。 

 それから、研修会、演習、行事等への参加分ということで、おおむね３０万円ぐらい増

となることが見込まれるということで９４万５千円の追加補正をさせていただいたという

ものでございます。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 上原豊茂君。 

○５番（上原豊茂君） ２９ページなんですけれども、林業振興費の関係であります。こ

こで先ほど説明あったときに民有林振興事業の関係で苗木の不足による事業の見送りがあ

ったというふうに説明があったと思っております。このことで、この事業が見送りですか

ら先延ばしになっていくという状況なのかどうかというのと、この面積がどのぐらいの面

積になるのか。 

 もう一つは、こういう状況が今後も続く可能性があるのかどうか、町有林の植林等々に
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影響がないのかどうか、その辺の見通し等についてもお示しをいただきたい。 

 それと３１ページ、河川費の関係でありますけれども、説明の中でこの費用について、

多面的機能支払交付金によって置き換えられているという説明がございました。道路維持

管理等についても同じだと思うんですけれども、これらについて、例えば地域の中でそう

いう平均的なかたちで今説明のあったような方向で進められているのかどうなのか。課題

がないのか。その辺について、もし実情がわかればお示しをいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（村口鉄哉君） 議案書２９ページ、２目、林業振興費の民有林振興事業

の中の民有林振興事業費補助金の減であります。まず先送りの話であります。これ民有林

でありますので新生紀森林組合さん、それから北見市の関連の民間の事業所ということで

町内の部分であります。この部分について、苗木が不足しているというような状況であり

ます。これは林齢の部分でちょうど端境期
はざかいき

というんですか、その部分で苗木が不足してい

るというような状況だったというように聞いております。 

 それと２点目の面積でありますけども、当初５０ｈａの予算であったものが、実績で１

８．４８ｈａということの数字になっております。 

 三つ目の町有林への影響はないのかということであります。２６年度については、当初

苗木が不足するということで既に情報がありましたので、誠に申し訳ないんですけども、

町有林については、先に確保させていただいて事業を実施したというような状況にありま

すので、町有林については、影響がなかったということであります。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 建設課長。 

○建設課長（佐藤正好君） 議案書３１ページにあります中ほどの河川総務費の河川維持

管理事業の中でのお尋ねでございますけれども、今回、報償費、それと使用料及び賃借料

の減額につきましては、議員おっしゃるとおり、広域環境保全会の事業が実施されるとい

うことで、それに伴う減でございます。実際に事業を実施するにあたりましては、地域の

担当の役員さんですとか、あるいは保全会の役員さんたちともいろいろ意見交換をさせて

いただいた。それで何せスタートが非常に出遅れたという部分があったということも事実

でございますので、とりあえず保全会として、できることは今年やってくださいというお

願いをしながら、まずやってみないといろいろな問題点が出てこないでしょうということ

で、何とかうちでやるものと保全会がやるものと、その色分けをしながら、仕分けをしな

がら何とかこの１年やってきたというのが現状でございます。ただ中には、例えば道路の

土砂上げでも畑からの表土流出だとか、明らかに農業者の原因になるものについては、保

全会の中でお願いしますねということもお願いしながら、場合によっては、これはもう農

地に関係なく経年的なもので土砂がたまっているところについては、町でやらざるを得な

いですねというようなことも話しながら今年１年間進めてきたと。次年度というか、新年

度以降につきましては、町のほうの予算の方式も多少変わった部分もございますけれども、

基本的にはできる限り保全会の事業でお願いしたいということで進めてございます。保全

会の会長さんだとかにもそういった協力というかお話もさせていただきました。今回、事

務局の体制もしっかりしてきましたので、事務局さんも含めていろいろ相談をさせていた
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だいたところであります。実際にこれから保全会で今これから進めることについては、農

林商工課長のほうからお答えするということなんですけれども、いずれにしても保全会に

は、もう当然予算があっての話になりますから、それでどうしても手に負えないものは、

町としてもやらざるを得ないんでないかという考え方でおりますので、今のところそうい

ったことが原因で地域が手に負えない状況になるということはないのではなかろうかと思

っております。 

○議長（橋本憲治君） 農林商工課長。 

○農林商工課長（村口鉄哉君） 保全会の２７年度のスケジュールということで、現在、

事務局のほうから連絡がきております。各実践会の土木事業の要望について、取りまとめ

をしている最中ということを聞いております。それで２７年度の実施については、随時そ

の取りまとめが終わり次第、建設課と協議させていただいて事業をどういうふうにするか

というのは協議がこれからはじまるというふうに聞いております。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

 ３番、西山由美子君。 

○３番（西山由美子君） ３番、西山です。１点だけちょっと気になる点なんですが、３

５ページの幼稚園費の中で保育指導員が１名退職されたということですが、指導員の今後

のこども園などに向けた指導員数の補充というか、そこに影響はないのかどうか、それ１

点だけお伺いします。 

○議長（橋本憲治君） 幼稚園・保育園・子育て支援センター事務長。 

○幼稚園・保育園・子育て支援センター事務長（中山信也君） 今、西山議員から３５ペ

ージの幼稚園費の保育指導員が退職してということでご質問がございました。１２月いっ

ぱいで退職されまして、１月からにつきましては、今まで代替で来てもらっていた方に常

時入ってもらうようなかたちで今進めているところです。また４月以降につきましては、

体制を組み替えてやっていく予定としておりますので、そのようなかたちで進めたいと思

っているところです。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第４号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第５号の質疑を許します。議案書４５ページでございます。 

 ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第５号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第６号の質疑を許します。議案書５７ページでございます。 

 ご質疑ございませんか。 

 ７番、工藤弘喜君。 

○７番（工藤弘喜君） ７番、工藤です。一つだけ、後期高齢者医療にかかわって、５９

ページの保険料の関係でちょっと質問したいというか、お聞きしたいんですけれども、今

回の補正で特別徴収保険料並びに普通徴収保険料がこのようなかたちで予算としてみてお

りますけども、後期高齢者の医療保険の中で２６年度分の中でこの具体的な数字は別にし

まして滞納とか、そういった状況がどうなっているのか、本町の保険料の滞納も含めて現
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年度分としてどうなっているのか、あるいは滞納繰越分も含めた中では実態としてどうな

っているのかについてお聞きしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（橋本憲治君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡辺克人君） ただいま、滞納の関係についてのご質問でございますけ

ども、２５年度分につきましては滞納分としまして１件の４５万２千円の滞納分がござい

まして、それが２６年度に滞納して繰り越してきたと。現状としまして今いろいろ臨戸訪

問等を重ねまして、現在のところ１月末現在１４万８，４００円を納入していただいて、

残り３０万４千円となっているところでございます。今後につきましても電話勧奨とか訪

問を繰り返しまして、その部分については、納入をお願いしていきたいというふうに考え

ております。２６年度の部分の状況ということでございます。これにつきましては、ちょ

っと今、資料が手元にございませんので後ほど答えさせていただきたいと思いますけども、

お願いいたします。 

○議長（橋本憲治君） ２点目は、後ほど回答をするということであります。 

 ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第６号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第７号の質疑を許します。議案書６２ページでございます。 

 ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第７号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第８号の質疑を許します。議案書７０ページでございます。 

 ご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第８号の質疑を終了いたします。 

 次に、議案第９号の質疑を許します。議案書７６ページでございます。 

 ご質疑ございませんか。 

 ５番、上原豊茂君。 

○５番（上原豊茂君） ７８ページなんですけれども、この中で水質検査手数料について

１４０万円の減ということであります。もちろんそれぞれが飲料水として利用しているわ

けですから、水質検査の手数料が当初予算よりも１４０万円減になるということに対して

ちょっと違和感を感じるんですけれども、この辺、水質検査手数料をこれだけ回数等を落

としても問題ないというふうにおさえていいのかどうか。入札残と臨時検査減少というこ

とですけども、実際に入札残との金額の分別を示していただけたらというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（橋本憲治君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（遠藤琢磨君） ただいま、水質検査の手数料に関してご質問いただきま

した。まず、水質検査の回数につきましては、予算を減額しておりますが、回数を減らし

たということではございません。水質検査につきましては、毎月１回必ず全上水行ってお

ります。法定で決められた水質検査を行ってございます。今回の減額につきましては、た



 - 54 - 

だいまお話にもあったように入札結果の残によるものが主でございまして、当初の予算、

設計では２９１万９千円で設計をいたしまして、入札を執行いたしました。その結果、落

札した額が１５９万１千円ということで、約１３２万円ほど減額になったということでご

ざいます。これにつきましては、旭川にあります水質検査の会社が落札してございます。 

 それから、臨時試験につきましては、当初みてございましたが、今年度につきましては、

１回だけ施工したということで、普通は通常検査で間に合うということですので、その部

分で７万２千円の減額、あわせまして１４０万円の減額ということでございますので、ご

理解を願いたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） ほかにご質疑ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 質疑がないようですので、議案第９号の質疑を終了いたします。 

 ここで、先ほど答弁漏れがありました福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡辺克人君） 先ほど、後期高齢者医療の保険料の今年度、２６年度の

滞納状況はどうかということでございますけど、現時点では４件ありまして、金額で６４

万６，８００円となっております。これについては、改めてまた臨戸訪問行って勧奨して

徴収を進めていきたいと思っておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

○議長（橋本憲治君） これより、一括議題の討論を行います。 

 討論にあたっては、議案番号を指定してから討論願います。 

 まず、各案に対する反対討論の発言を許します。 

 反対討論ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 次に、各案に対する賛成討論の発言を許します。 

（「なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 討論がないようですので、これをもって、討論を終了いたします。 

 これより一括議題の議案第４号、議案第５号、議案第６号、議案第７号、議案第８号、

議案第９号の採決をいたします。 

 討論のなかった案件については、一括採決をいたします。 

 議案第４号、議案第５号、議案第６号、議案第７号、議案第８号、議案第９号は、原案

のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号、議案第５号、議案第６号、議案第７号、議案第８号、議案第９号

は、いずれも原案のとおり可決されました。 

 ここで、午後３時３５分まで休憩をいたしたいと思います。 

 

休憩 午後 ３時２５分 

再開 午後 ３時３５分 

 

○議長（橋本憲治君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 
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    ◎平成２７年度予算案の提案にあたって 

○議長（橋本憲治君） 次に、日程第１０、町長から平成２７年度予算案の提案にあたっ

ての説明がございます。 

 町長。 

○町長（菊池一春君） 平成２７年第１回定例町議会が開会され、平成２７年度予算案を

提案するにあたり、その概要等を申し上げ、ご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 議員の皆様には、既にご承知のとおり、今年は統一地方選挙の年であります。４月１２

日には北海道知事、北海道議会議員選挙、４月２６日には町長、町議会議員選挙が行われ

ることになっておりますことから、今年度の主要な施策などにつきましては、改選後に示

されるべきものと考えているところでございます。 

 私は、平成１９年町長就任以来「みんなで創る訓子府の元気」を基本理念におき、２期

目の平成２３年からは「町民にやさしいまちづくり」をめざして、福祉や教育を充実させ、

基幹産業である農業とともに、商工業を発展させるため、訓子府の元気、新しい「七つの

約束」を掲げ、その実現に向けて、全力を注いでまいりました。 

 この４年間、町議会の皆様をはじめ、町民の皆様並びに関係各方面からのご支援、ご協

力を賜り、その成果が徐々にではありますが、形として表れてきているものと感じている

ところであります。 

 さて、国の地方財政対策は、昨年成立しました「まち・ひと・しごと創生法」により、

地方創生元年として「まち・ひと・しごと創生事業費」として１兆円をはじめ一般財源総

額で過去最高額の６１．５兆円が計上されております。 

 しかし、地方交付税及び臨時財政対策債につきましては、あわせて１．２兆円の減額と

なっており、歳入の５割以上をこれらの財源に依存している本町としましては、その算定

が懸念されるところであります。 

 先ほども申し上げましたけれども、平成２７年度当初予算は、新規の政策予算などを除

くいわゆる骨格予算となっておりますが、町民にやさしい町づくりを基調に、財政健全化

戦略プランの継続による一般行政経費の縮減と中長期の財源確保見通しに基づく予算規模

の設定などに留意しながら、一方でまちづくりの視点に立った施策の継続を中心に予算編

成にあたったところでございます。 

 その主なものといたしましては、し尿処理に係る旧端野処理場解体事業、訓子府北西地

区、高園地区、川南地区の道営農地整備事業、南７線農道改良を行う道営柏丘北地区農地

整備事業、訓子府西３１号線地区農地整備事業などの農業基盤整備事業、共同利用模範牧

場作業用機器等更新事業、橋梁長寿命化修繕計画工事、酒谷川と紅葉川の河川改修事業、

末広団地公営住宅整備事業などの投資的事業、また、バス通学定期等運賃補助、社会福祉

協議会活動費補助金、訪問介護支援事業補助金及び居宅介護支援事業補助金などの補助奨

励費のほか、扶助費、高齢者在宅サービス事業や小中学校の臨時講師配置事業などの福祉・

教育関連予算をはじめ、年度当初から予算措置が必要な事業等に配慮して計上しておりま

す。 

 また、特別会計及び企業会計につきましては、各会計の趣旨を考慮しながら年間予算を

計上させていただきました。 

 町政の総体的な執行方針につきましては、改選後に示させていただくこととなりますが、
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当初予算案につきましては、行政の責務であります継続性や住民福祉の増進に十分な配慮

をさせていただきましたので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 最後に、この４年間、町議会議員の皆様をはじめ、町民の皆様から寄せられたご厚情に

対しまして深く感謝申し上げますとともに町民が主役で元気で住みよいまち「くんねっぷ」

となるよう、今後とも一層のご理解、ご指導、ご協力を心からお願い申し上げまして、平

成２７年度予算案を提案するに当たりましての町政の概要とさせていただきます。 

○議長（橋本憲治君） 以上をもって、説明を終了いたします。 

 

    ◎議案第１８号、議案第２０号、議案第２１号、議案第２３号、議案第１０号 

     議案第１１号、議案第１２号、議案第１３号、議案第１４号、議案第１５号 

     議案第１６号、議案第１７号 

○議長（橋本憲治君） この際、日程第１１、議案第１８号、日程第１２、議案第２０号、

日程第１３、議案第２１号、日程第１４、議案第２３号、日程第１５、議案第１０号、日

程第１６、議案第１１号、日程第１７、議案第１２号、日程第１８、議案第１３号、日程

第１９、議案第１４号、日程第２０、議案第１５号は、関連する議案なので、一括議題と

いたします。 

 まず、予算関連議案から、提案理由の説明を求めます。 

 最初に、議案第１８号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

の提案理由の説明を求めます。議案書８６ページでございます。 

 総務課長。 

○総務課長（森谷清和君） 議案書の８６ページをご覧ください。 

 議案第１８号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

 職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第３号）の一部を改正する条例を次のように

制定しようとするものでございます。 

 今回の改正内容につきましては、下の説明文にありますように２点であります。 

 １点目が、自己の所有に属する住宅に居住している職員等の住居手当の額の改正。 

 ２点目が、昨年８月７日の人事院から、地域間・世代間の給与配分の見直しなど、給与

の総合的見直しを本年４月１日から施行することについても勧告がございましたので、国

家公務員の給与規定に準じて給料表の改定を行うものであります。 

 この改定により、現行の給料表と比べ、平均２％程度の引き下げとなります。 

 次の８７ページ以降に改正条文がありますのでご覧いただきたいと思います。 

 条文の中身でございますが、第９条の２第２項第２号は「自己の所有に属する住宅に居

住している職員等の住宅手当の額」を規定しておりますが、現行月額１万円を７千円に改

正するものでございます。 

 次に、別表第１、これは「給料表」でございますが、次の８８ページから９０ページま

でのように改正するものでございます。 

 最後に、８７ページの附則をご覧ください。 

 第１条では、施行期日を規定しておりまして、平成２７年４月１日から施行。 

 第２条では、切替日前の異動者の号俸の調整。 

 第３条、第４条では、給料の切替えに伴う経過措置が規定されておりますが、第３条第
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１項では、切替後の給料月額が切替日の前日に受けていた給料月額に達しないこととなる

場合は、平成３０年３月３１日までの間、その差額を支給する、いわゆる現給保障につい

て規定されております。 

 第５条は、条例施行に関し必要な事項は、規則に委任する旨規定しております。 

 以上、議案第１８号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、

提案理由の説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定いただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第２０号 訓子府町手数料徴収条例の一部を改正する

条例の制定についての提案理由の説明を求めます。議案書９７ページです。 

 建設課長。 

○建設課長（佐藤正好君） 議案第２０号の提案説明を申し上げます。議案書の９７ペー

ジをご覧いただきたいと思います。 

 議案第２０号 訓子府町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について。 

 訓子府町手数料徴収条例（平成１２年条例第８号）の一部を改正する条例を次のように

制定しようとするものであります。 

 記としまして改正文を載せておりますが、このたびの改正につきましては、下の説明に

記載してありますとおり地籍調査に関する手数料に地番図電子データの交付手数料を追加

するため、訓子府町手数料徴収条例を改正しようとするものであります。 

 改正内容でありますが、訓子府町手数料徴収条例の第２条第１項第３３号ア、これは地

籍調査に関する手数料のうち、交付に関する手数料を規定しておりますけれども、その中

の末尾の号である（キ）の次に、次のように加えるものでありまして、加える事項としま

しては、（ク）地番図電子データ１件につき６万２千円であります。 

 なお、この手数料の額は、全町分の地籍図集成図の枚数を基に決定したものであります。 

 附則でありますけれども、この条例は平成２７年４月１日から施行することとしており

ます。 

 以上、議案第２０号について、提案説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定

を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第２１号 訓子府町道路占用条例の一部を改正する条

例の制定についての提案理由の説明を求めます。議案書９８ページです。 

 建設課長。 

○建設課長（佐藤正好君） 議案第２１号の提案説明を申し上げます。議案書の９８ペー

ジお開きください。 

 議案第２１号 訓子府町道路占用条例の一部を改正する条例の制定について。 

 訓子府町道路占用条例（昭和３９年条例第１４号）の一部を改正する条例を次のように

制定しようとするものであります。 

 記としまして、次ページに改正文を載せておりますが、このたびの改正につきましては、

下の説明に記載しておりますとおり、準用している国の道路占用料が改定されたことを受

け、訓子府町道路占用条例の一部を改正しようとするものであります。 

 改正内容につきましては、次のページに改正案を載せておりますが、この条例の別表を

次のように改めるものであります。 
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 説明につきましては、１０１ページと１０２ページにあります占用料の新旧対照表によ

り説明させていただきますので、ご覧をいただきたいと思います。 

 別表の一番上の第一種電柱、これが本町の道路占用料に占める割合が最も多い物件でご

ざいますけれども、現行１本につき１年で７７０円ですけれども、これを３１０円に引き

下げるものであります。 

 次いで２番目に割合の多い第一種電話柱、上から４段目の金額になりますが、現行１本

につき１年で６９０円ですが、これを２８０円に引き下げるものであります。以下同様に

ご覧をいただきたいと思いますが、全体的に４割程度の額に改定するものであります。 

 なお、今回の改正にあたりまして、本町に該当する可能性があるものとして、１０２ペ

ージの表の下のほうにあります３項目を追加してございます。 

 「新規」というふうに表記しておりますけれども、「政令第７条第１１号に掲げる応急仮

設建築物」につきましては、災害時において国、地方公共団体又は日本赤十字社が建築す

る応急仮設建築物であり、道路の上空に設けるものについてはＡ、このＡというのは近傍

類似の土地の時価を表しておりますが、これに０．０２を乗じて得た額を占用料としてお

ります。次の項目にある「その他のもの」、例えば道路上にかかるものについては、Ａに０．

０２８を乗じて得た額を占用料にすることを規定しております。 

 一番下の「政令第７条第１２号に掲げる器具」につきましては、道路の区域内の地面に

設ける自転車やバイク等を駐車させるために必要な車輪止め装置に係る規定でございます。

占用料につきましては、同じくＡに０．０２８を乗じて得た額としております。 

 また、本町に該当のない項目として、表の下に記載している５項目があると思いますけ

れども、これについては、今回の改正にあわせ整理することとし、表から削除しておりま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 １００ページに戻りまして、附則でありますが、この条例は平成２７年４月１日から施

行することとしております。 

 以上、議案第２１号について提案説明をさせていただきました。ご審議の上、ご決定を

賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（橋本憲治君） 次に、議案第２３号 訓子府町介護保険条例の一部を改正する条

例の制定についての提案理由の説明を求めます。議案書１０５ページでございます。 

 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（渡辺克人君） 議案書の１０５ページをお開き願います。 

 議案第２３号 訓子府町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由

の説明をさせていただきます。 

 訓子府町介護保険条例（平成１２年条例第１１号）の一部を改正する条例を次のように

制定しようとするものであります。 

 このページの一番下の説明欄にもありますように第６期介護保険事業計画期間中の平成

２７年度から平成２９年度までの保険料率及び介護予防・日常生活支援総合事業等の経過

措置について定めるものであります。 

 記以下について、説明させていただきます。 

 別紙としておりますが、新旧対照表でご説明したいと思います。１０８ページをご覧い

ただきたいと思います。 
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 新旧対照表を載せてございますが、表の右側が現行、左側が改正案となっておりまして、

改正部分に下線を引いてございます。 

 第３条は、保険料率の規定でありますが、平成２４年度から平成２６年度までの第５期

介護保険事業計画が終了し、第６期介護保険事業計画期間中の平成２７年度から平成２９

年度までの保険料率を新たに設定するものであります。 

 添付資料でご説明いたします。１１０ページをご覧いただきたいと思います。 

 左側が第５期、右側が第６期となっておりまして、それぞれ保険料率と年額保険料の対

比となっております。まず、表の右上に表示しておりますとおり基準月額が第５期３，７

００円に対し、第６期はサービス給付費の上昇等により４，２００円に引き上げとなりま

す。 

 次に、国の見直しにより保険料段階については、第１段階と第２段階が統合され、新た

に第９段階が増設されております。 

 なお、保険料率（基準額に対する割合）につきましては、従来の率を踏襲することとし

ております。増設された第９段階については、国の保険料率に準じることとしております。 

 結果としまして、第１号被保険者が負担する年額保険料は、それぞれ右側の欄に記載し

ているとおりに改定されるものでございます。 

 １０９ページに戻りまして、第５条につきましては、賦課期日後において第１号被保険

者の資格取得、喪失等があった場合の月割賦課についての規定ですが、省令規定条項の適

用が変更となったことによる改正となります。 

 次に、附則であります。１０６ページをご覧いただきたいと思います。 

 第１条は、施行期日の規定ですが、この条例は平成２７年４月１日から施行するもので

あります。 

 １０７ページに進みますが、第２条は、地域包括ケアの中核となります地域支援事業に

新たに４つの事業が位置付けられることとなりますが、それぞれの事業について、開始時

期の経過措置があり、その時期を条例で規定するものであります。 

 参考までに、第１項は「介護予防・日常生活支援総合事業への移行」について、第２項

は「医療と介護の連携を推進する事業」、第３項は、「高齢者の生活支援等を充実する事業」、

第４項は「認知症高齢者に対する総合的な支援を行う事業」となっておりまして、第１項

と第３項、それと第４項につきましては、新しいサービスの受け皿の確保や体制整備が必

要なことから、平成２９年４月からの実施としております。 

 また、第２項の「医療と介護の連携を推進する事業」につきましては、医療機関や他市

町との調整が必要となりますことから、国の猶予期間と同じ、平成３０年４月からの実施

としております。 

 第３条は、条例第３条に規定する保険料の適用についての経過措置となっております。 

 以上、訓子府町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を

させていただきました。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

    ◎散会の宣告 

○議長（橋本憲治君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ散会いたしたいと思います。これにご異議ございません
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か。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（橋本憲治君） 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて散会することに決定いたしました。 

 ご苦労様でございました。明日も午前９時３０分より開会いたしますので、ご参集よろ

しくお願いをいたしたいと思います。 

 終わります。 

 

 

散会 午後３時５６分 


